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日本年金機構中期計画・平成２６年度計画

※中期計画（第２期）及び平成２６年度計画の下線は、中期計画（第１期）及び平成２５年度計画に対する変更箇所

※中期計画（第１期）及び平成２５年度計画の下線は、中期計画（第２期）及び平成２６年度計画で削除・修正した箇所

中期計画 年度計画

日本年金機構中期計画（第１期） 日本年金機構中期計画（第２期） 平成２６年度計画 平成２５年度計画

前文

日本年金機構は、厚生労働大臣の監督の

下、公的年金事業に関する業務運営を行

うことにより、公的年金事業及び公的年金

制度に対するお客様である国民の皆様の

信頼を確保し、もって国民生活の安定に寄

与することを、その使命とする。

この使命を果たすためには、日本年金機

構の前身である社会保険庁が国民の皆様

の不信を招いた様々な問題を踏まえ、何よ

りも年金記録問題への対応を最優先課題

として全力 を挙げて取り組む。また、日本

年金機構法(平成１９年法律第１０９号)に

定める基本理念や「日本年金機構の当面

の業務運営に関する基本計画」（平成２０

年７月２９日閣議決定。以下「基本計画」と

いう。）に基づき、正確・確実な業務遂行や

提供するサービスの質の向上を図り、厚生

労働大臣から示された中期目標の達成を

図るとともに、業務についてお客様目線に

立って不断の改善を行い、その成果を積

極的に公表する。

お客様の信頼確保に向けた組織改革のた

め、発足当初の３か月は発足に伴う混乱

回避と円滑な移行に最大限注力し、平成２

前文

日本年金機構（以下「機構」という。）は、厚

生労働大臣の監督の下、公的年金事業に

関する業務運営を行うことにより、公的年

金事業及び公的年金制度に対するお客様

である国民の皆様の信頼を確保し、もって

国民生活の安定に寄与することを、その使

命とする。

この使命を果たすため、社会保険庁が国

民の皆様の不信を招いた様々な問題にか

んがみ、また、機構が設立された経緯や日

本年金機構法に定める基本理念及び「日

本年金機構の当面の業務運営に関する基

本計画」（平成２０年７月２９日閣議決定。

以下「基本計画」という。）を十分に踏まえ、

正確・確実な業務遂行や提供するサービス

の質の向上を図り、厚生労働大臣から示さ

れた中期目標の達成を図るとともに、業務

についてお客様目線に立って不断の改善

を行う。

第１期中期目標期間（平成２２年１月～平

成２６年３月末）においては、お客様の信頼

を回復するため、年金記録問題への対応

を最優先課題とし、これに全力を挙げて取

り組んだ。その結果、紙台帳等とコンピュー

平成２６年度においては、「自信と誇りを

持って働ける組織をつくり上げ、お客様の

年金権を守る」ことを目標とし、その実現

を図るため、機構の基幹業務である適

用、徴収、給付、記録管理、相談等の業

務に全力を傾注するとともに、事務処理

誤り、事務処理遅延の根絶に向けて、以

下に掲げる事項に計画的に取り組む。

また、今後、順次施行が予定されている

制度改正に伴う業務の円滑な実施のた

め、厚生労働省と連携を図り、必要な対

応を行う。

なお、東日本大震災により被災された被

保険者や事業主等への適切な対応に引

き続き取り組む。

平成２５年度においては、「年金記録問題

に傾注するとともに、基幹業務への取組を

強化し、親切・迅速・正確なお客様サービス

の提供を目指すこと」を目標として、その実

現に向けて、①年金記録問題対応への総

力結集と基幹業務の本格的な取組強化②

親切・迅速・正確なお客様サービスの提供

③組織風土改革と人材育成の３つを重点と

して、以下に掲げる事項に計画的に取り組

む。

また、今後、順次施行が予定されている制

度改正に伴う業務の円滑な実施のため、

厚生労働省と連携を図り、必要な対応を行

う。

なお、東日本大震災により被災された被保

険者や事業主等への適切な対応に引き続

き取り組む。

第１回社会保障審議会年金事業管理部会
平 成 ２ ６ 年 ４ 月 ２ ５ 日

資料３－４



2

２年度以降、サービス向上に向け、職員の

士気高揚・組織の活性化を通じた本格的

な取組を、優先順位を付けて計画的に進

める。

タ記録の全件突合せなど年金記録問題へ

の対応の実施計画（工程表）の目標を概ね

達成することができた。他方、適用、徴収、

給付、記録管理、相談等の機構の基幹業

務については、全般的にはその業績は回

復・改善傾向にあるものの、現年度の国民

年金保険料納付率が依然として低迷し続

けているなど、なお一層の努力が必要な状

況となっている。

お客様の年金権確保を確実なものとするた

め、基幹業務である、適用、徴収、給付、相

談等の各業務を正確、確実かつ迅速に行

うとともに、引き続き、年金記録の正確な管

理と年金記録問題への適切な対応を行

い、これらの取組成果を積極的に公表す

る。また、年金業務に対する国民からの信

頼を回復するため、国民の声を幅広く聴

き、着実にサービス向上につながる取組を

行う。さらに、予定されている年金制度改正

の施行や社会保障・税番号制度導入につ

いて、円滑かつ確実な実施を図る。その

他、諸外国の年金実施機関の状況も参考

に、ＩＣＴ化によるお客様の利便性の向上と

業務の効率化を進めるとともに、相談等の

対人サービスの向上や地域における年金

の周知・普及に努める。

公的年金事業に関する業務運営は、公的

年金制度の制度設計と両輪の関係である

ことから、公的年金の制度設計に関する改

善点等について積極的に提案を行うととも
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真にお客様に信頼される組織を目指し、日

本年金機構が国民生活にとって重要な組

織であり、課せられた使命が極めて重大で

あることをしっかりと認識しながら、厚生労

働省と緊密な意思疎通を図り、職員一人

ひとりが使命感と誇りを持ち、一丸となって

取組を進める。

に、厚生労働省と緊密な意思疎通を図り、

共同して業務に取り組む。

真にお客様に信頼される組織を目指し、機

構が国民生活にとって重要な組織であり、

課せられた使命が極めて重大であることを

しっかりと認識しながら、職員一人ひとりが

使命感と誇りを持ち、一丸となって取組を

進める。

Ⅰ．年金記録問題への対応に関する事項

（ここでは略）

Ⅰ．年金記録問題への対応に関する事項

（ここでは略）

Ⅱ．提供するサービスその他の業務の質

の向上に関する事項

１ ．適用事務に関する事項

（１）国民年金の適用の促進

以下の取組により、国民年金の適用の促

進を図る。

ア 住民基本台帳ネットワークシステムに

より把握した 20 歳到達者について、職権

による適用事務の実施により、適用を促進

する。

Ⅰ．提供するサービスその他の業務の質

の向上に関する事項

１．国民年金の適用・収納対策

（１）国民年金の適用促進対策

以下の取組により、国民年金の適用の促

進を図る。

①住民基本台帳ネットワークシステムによ

り把握した２０歳到達者について、届出が

ない場合の資格取得手続き等を確実に促

進する。

Ⅰ．提供するサービスその他の業務の質

の向上に関する事項

１．国民年金の適用・収納対策

（１）国民年金の適用促進対策

①確実な適用の実施

住民基本台帳ネットワークシステムにより

把握した２０歳、３４歳及び４４歳到達者

に対する届出勧奨及び届出がない場合

の資格取得等の手続き等を確実に実施

する。

また、被保険者種別変更の届出がない

場合の資格取得等の手続の迅速化を図

る。

Ⅱ 提供するサービスその他の業務の質

の向上に関する事項

１．適用事務に関する事項

（１）国民年金の適用事務の確実な実施

①住民基本台帳ネットワークシステムによ

り把握した２０歳、３４歳及び４４歳到達者に

対する届出勧奨及び届出がない場合の資格

取得等の手続を確実に実施する。

また、被保険者種別変更の届出がない場

合の資格取得等の手続の迅速化を図る。
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イ 転職者等の被保険者種別変更の届出

について、事業主説明会等における周知

や関係情報に基づく積極的な確認・勧奨に

より、適正な届出を促進する。

ウ 国民健康保険の保険者である市町村

との連携により、適正な届出を促進する。

②転職者等の被保険者種別変更の届出に

ついて、事業主説明会等における周知、市

区町村やハローワークと連携した届出勧

奨、関係情報に基づく積極的な確認・勧奨

により、適正な届出を促進する。また、健康

保険組合及び共済組合からの情報を得

て、適正な届出を促進する。

③ 国民健康保険の保険者である市区町村

との連携により、適正な届出を促進する。

②関係機関との連携・協力

転職者等の被保険者種別変更の届出に

ついて、事業主説明会等における周知、

市区町村やハローワークとの連携に努

め、適正な届出を促進する。

③第３号不整合問題への対応

第３号被保険者の記録不整合問題に関

して、厚生労働省の指示の下に、その問

題に対処するための「公的年金制度の健

全性及び信頼性の確保のための厚生年

金保険法等の一部を改正する法律（以

下、健全化法という。）」の施行事務とし

て、時効消滅期間にかかる特定期間該

当届の届出勧奨及び特例追納の申し出

勧奨を実施する。

また、健康保険組合及び共済組合から提

供される被扶養者情報に基づく第３号被

保険者記録の確認及び不整合記録を有

する者への種別変更届の届出勧奨に向

けた準備として、関係機関との調整及び

被扶養配偶者情報の提供依頼を行う。

②第３号被保険者の記録不整合問題に関し

て、厚生労働省の指示の下に、その問題に

対処するための「公的年金制度の健全性及

び信頼性の確保のための厚生年金保険法等

の一部を改正する法律案」の施行準備を的

確に行うとともに、再発防止に取り組む。

また、第３号被保険者から第１号被保険者

への種別変更手続を確実に行うため、不

整合記録をシステム的に抽出し種別変更を

行うなどの取組を推進する。

なお、健康保険組合から提供される被扶養者

情報に基づく第３号被保険者記録の確認及

び不整合記録を有する者への届出勧奨に

向けた準備を行う。

③市区町村や公共職業安定所との連携に努

め、適正な届出を促進する。
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２．保険料等収納事務に関する事項

（１）国民年金の納付率の向上

以下の取組により、国民年金保険料の最

終納付率について、中期目標期間中、各

年度の現年度納付率から 4～5 ポイント程

度の伸び幅を確保することを目指す。

また、現年度分保険料について、当面納付

率の低下傾向に歯止めをかけ、これを回

復させることを目標とする。具体的には、

中期目標期間中のできるだけ早い時期

に、平成 21 年度の納付実績を上回り、そ

の後、更なる改善を目指す。

ア 効果的かつ効率的な納付督励の実施、

強制徴収の厳正な執行、免除又は猶予制

度の利用促進等、未納者属性に応じて、

外部委託も活用した効果的な収納対策を

進める。当該取組にあたっては、毎事業年

度(平成 21 年度を除く。)、取組に係る数値

目標や具体的なスケジュールを定めた行

動計画を機構全体及び各年金事務所ごと

に策定し、当該計画に基づき効果的・効率

的に実施する。

（２）国民年金保険料収納対策

以下の取組により、現年度納付率について

は、行動計画に基づき、効果的・効率的に

推進し、中期目標期間中に６０％台半ばを

目指す。また、国民年金保険料の最終納

付率について、中期目標期間中、各年度

の現年度納付率から５ポイント程度の伸び

幅を確保することを目指す。

①効果的かつ効率的な納付督励の実施、

強制徴収の厳正な執行、免除又は猶予制

度の利用促進等、未納者属性に応じて、外

部委託も活用した効果的な収納対策を進

める。当該取組に当たっては、毎事業年

度、取組に係る数値目標や具体的なスケ

ジュールを定めた行動計画を機構全体及

び各年金事務所ごとに策定し、当該計画に

基づき効果的・効率的に実施する。

（２）国民年金保険料収納対策

①行動計画の策定

国民年金の納付率の向上に向けて、機

構全体及び年金事務所ごとに平成２６年

度行動計画を策定し、収納対策を効果

的・効率的に推進する。

なお、行動計画の策定に当たっては、機

構全体として、

ア 平成２６年度分保険料の現年度納付

率については、行動計画に基づき、効果

的・効率的に推進し、前年度実績を上回

る水準を確保すること。

イ 平成２５年度分保険料の平成２６年度

末における納付率については、平成２５

年度末から少なくとも４．０ポイント程度の

伸び幅を確保すること。

ウ 平成２４年度分保険料の最終納付率

については、平成２４年度の現年度納付

率から少なくとも６．５ポイント程度の伸び

幅を確保すること。

エ 口座振替実施率については、国にお

ける施策を踏まえ、前年度と同等以上の

水準を確保すること。

オ コンビニエンスストア、インターネット

バンキング及びクレジットカードによる納

付件数の合計数については、前年度と同

等以上の水準を確保することを目標とす

る。

２．保険料等収納事務に関する事項

（１）国民年金の納付率の向上

①国民年金の納付率の向上に向けて、機構

全体及び年金事務所ごとに平成２５年度行動

計画を策定し、収納対策を効果的・効率的

に推進する。

なお、行動計画の策定に当たっては、機構

全体として、

ア 平成２３年度分保険料の最終納付率に

ついては、平成２３年度の現年度納付率か

ら６．５ポイント程度の伸び幅を確保するこ

と

イ 平成２４年度分保険料の平成２５年度末

における納付率については、平成２４年度

末から４．０ポイント程度の伸び幅を確保す

ること

ウ 平成２５年度分保険料の現年度納付

率については、これまでの納付率の低下傾

向から回復基調に転換させ、平成２１年度

の納付実績を上回る水準を確保することに

より６０％台に回復するとともに、更なる改

善を目指すこと

エ 口座振替実施率については、前年度と

同等以上の水準を確保すること

オ コンビニエンスストア、インターネットバ

ンキング及びクレジットカードによる納付件

数の合計数については、前年度と同等以

上の水準を確保すること

を目標とする。
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イ 保険料の納付督励業務及び免除等勧

奨業務について、要求水準を明確にして外

部委託を行うとともに、適切な進捗管理を

実施する。

②保険料の納付督励業務及び免除等勧奨

業務について、達成目標を明確にして外部

委託を行い、適切な進捗管理を実施する。

②目標達成に向けた進捗管理の徹底等

目標達成に向け、厚生労働省と連携を密

にするとともに、未納者の属性ごとにきめ

細かな対策を講じるなど更なる収納対策

の強化を図るため、取組の効果測定結果

に基づく計画を策定し、確実に実施する

ための進捗管理を徹底する。

③収納対策強化指定年金事務所の指定

納付率及び強制徴収の実施状況を踏ま

え、保険料収納対策の強化が必要な年

金事務所を指定し、本部及びブロック本

部の指導・支援の下、納付率の向上に取

り組む。

④市場化テスト受託事業者との連携・強

化

市場化テスト受託事業者と本部、ブロック

本部及び年金事務所が連携を強化し、納

付督励業務及び免除等勧奨業務それぞ

れについて達成目標の実現に向けた取

組を実施する。

また、市場化テスト受託事業者の取組が

不十分な場合には、訪問督励件数増など

の必要な要請・指導を行うとともに、現状

の分析を十分に行い、市場化テスト受託

事業の実績向上に効果的な督励方法や

進捗管理等の検討を行う。

⑤免除等申請の勧奨

また、厚生労働省と連携を密にするととも

に、未納者の属性ごとにきめ細かな対策を

講じるなど更なる収納対策の強化を図る。

②市場化テスト受託事業者と本部、ブロッ

ク本部及び年金事務所が連携を強化し、納

付督励業務及び免除等勧奨業務それぞれ

について達成目標の実現に向けた取組を

実施する。

また、市場化テスト受託事業者の取組が不

十分な場合には、訪問督励件数増などの

必要な要請・指導を行うとともに、現状の分

析を十分に行い、市場化テスト受託事業の

実績向上に効果的な督励方法や進捗管理

等の検討を行う。

③収納対策強化指定年金事務所の指定

納付率及び強制徴収の実施状況を踏まえ

、保険料収納対策の強化が必要な年金事
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ウ 強制徴収については、関係法令に基づ

き、適切に実施するとともに、徴収が困難

な事案については、ブロック本部と年金事

務所の連携を密にして、早期に滞納の解

消を図り、保険料収入の確保に努める。さ

らに、必要に応じ、国税庁に委任する仕組

みを適切に活用する。

③強制徴収については、関係法令に基づ

き、適切に実施するとともに、徴収が困難

な事案については、ブロック本部と年金事

務所の連携を密にして、早期に滞納の解

消を図り、保険料収入の確保に努める。さ

らに、必要に応じ、国税庁に委任する仕組

みを適切に活用する。 また、強制徴収の

実施体制等を踏まえながら督促の範囲の

拡大を図る。

所得が低い等の事情により、本来は保険

料免除や学生納付特例の対象となり得る

者であるにもかかわらず、申請手続きを

行っていないために未納状態となってい

る者について、免除等申請勧奨を行った

結果として免除等に結び付いた割合を把

握するとともに、免除勧奨対象者等につ

いて少なくともその半数を免除・納付に結

び付けるべく、未納者の属性等に応じた

収納対策を推進する。

⑥強制徴収の着実な実施

一定の所得があり、保険料免除や学生

納付特例の対象とはならない者が、保険

料を長期間滞納している場合には、全員

を強制徴収対象者と位置付けた上で、所

得や納付の状況など被保険者の置かれ

た実情を踏まえつつ、強制徴収に移行す

る。

強制徴収の実施に当たっては、最終催告

状の確実な送付を行い、それでも自主的

に納付しない者について、滞納処分を実

施する。

特に、平成２６年度においては、租税等

控除後所得４００万円以上かつ未納月数

１３月以上の滞納者に督促を実施する。

また、徴収が困難な事案については、本

部、ブロック本部及び年金事務所の連携

を密にして、組織全体で早期に滞納の解

消を図り、保険料収入の確保に努める。

務所を指定し、本部及びブロック本部の指

導・支援の下、納付率の向上に取り組む。

④強制徴収の着実な実施

一定の所得があり、保険料免除や学生納

付特例の対象とはならない者が、保険料を

長期間滞納している場合には、全員を強制

徴収対象者と位置付けた上で、所得や納

付の状況など被保険者の置かれた実情を

踏まえつつ、強制徴収に移行する。

強制徴収の実施に当たっては、最終催告状

の確実な送付を行い、それでも自主的に納付

しない者について、滞納処分を実施する。

また、徴収が困難な事案については、本部、

ブロック本部及び年金事務所の連携を密にし

て、組織全体で早期に滞納の解消を図り、

保険料収入の確保に努める。さらに、国税

庁との打ち合わせを定例化するなど、国税

庁に委任する仕組みを積極的に活用する。

⑤所得が低い等の事情により、本来は保

険料免除や学生納付特例の対象となり得
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エ 口座振替の勧奨及び広報を実施し、口

座振替の促進を図る。口座振替実施率に

ついて、中期目標期間中、毎年度の口座

振替実施率が前年度の当該率と同等以上

の水準を確保することを目指す。

オ コンビニエンスストア、インターネットバ

ンキング及びクレジットカードによる保険料

納付を周知し、その利用促進を図る。これ

らの納付件数について、中期目標期間中、

毎年度の合計数が前年度の当該件数以

上の水準を確保することを目指す。

カ 所得情報の取得や周知等に係る協力

等、市町村や各種団体と連携・協力して取

組を進める。

④口座振替の勧奨及び広報を実施し、口

座振替の利用促進を図る。口座振替実施

率について、中期目標期間中、毎年度の

口座振替実施率が前年度の当該率と同等

以上の水準を確保することを目指す。

⑤コンビニエンスストア、インターネットバン

キング及びクレジットカードによる保険料納

付を周知し、その利用促進を図る。これら

の納付件数について、中期目標期間中、

毎年度の合計数が前年度の当該件数以上

の水準を確保することを目指す。

⑥所得情報の取得や年金制度の周知に係

る協力等、市区町村やハローワークや各

種団体と連携・協力して取組を進める。

さらに、国税庁との打ち合わせを定例化

するなど、国税庁に委任する仕組みを積

極的に活用する。

⑦口座振替等の利用促進

保険料の納め忘れを防止するため、口座

振替制度及びクレジットカードによる保険

料納付を周知し、その利用促進を図る。

また、保険料を納めやすい環境作りの一

環として、コンビニエンスストアやインター

ネットバンキングによる保険料納付の周

知を図る。

⑧市区町村、各種団体との連携・協力

所得情報の取得や年金制度の周知等に

ついて、市区町村やハローワーク等各種

団体と連携・協力して取組を進める。

⑨公的年金制度に対する理解の促進

る者であるにもかかわらず、申請手続きを

行っていないために未納状態となっている

者について、免除等申請勧奨を行った結果

として免除等に結び付いた割合を把握する

とともに、平成２４年所得に基づく免除勧奨

対象者等について、平成２６年度夏までに

、少なくともその半数を免除・納付に結び付

けるべく、未納者の属性等に応じた収納対

策を推進する。

⑥保険料の納め忘れを防止するため、口

座振替制度及びクレジットカードによる保険

料納付を周知し、その利用促進を図る。また

、保険料を納めやすい環境作りの一環として

、コンビニエンスストアやインターネットバン

キングによる保険料納付の周知を図る。

⑦市区町村、各種団体との連携・協力

所得情報の取得や周知等に係る協力等、

市区町村や各種団体と連携・協力して取組

を進める。

⑧公的年金制度に対する理解の促進
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⑦後納制度については、制度の終期が平

成２７年９月３０日であることから、当該期

間中の後納制度の利用促進を図るとともに

十分な窓口体制を確保する。

公的年金制度に対する漠然とした不安感

や不信感を払しょくし、制度の意義や仕

組みなどの正しい理解を促進するため、

１１月を「ねんきん月間」と定め、制度の

周知、啓発活動を集中的に行う。特に高

校、大学生など若年層に対しては、「ねん

きん月間」をはじめ、様々な機会を通じて

年金セミナーを精力的に実施し、年金制

度の周知、啓発活動を促進する。

⑩後納制度の利用促進

「国民年金及び企業年金等による高齢期

における所得の確保を支援するための国

民年金法等の一部を改正する法律（以

下、「年金確保支援法」という。）」に基づく

後納制度については、制度の終期が平

成２７年９月３０日であることから、市区町

村や各種団体と連携・協力して広報を実

施するとともに、制度の利用促進を図る

対策を講じる。

⑪年金機能強化法等に基づく各制度の

利用促進

「公的年金制度の財政基盤及び最低保

障機能の強化等のための国民年金法等

の一部を改正する法律（以下、「年金機

能強化法」という。）」等に基づく国民年金

保険料の免除に係る遡及期間の見直し

及び２年前納制度について、市区町村等

と協力・連携し、制度の利用促進を図る。

公的年金制度に対する漠然とした不安感

や不信感を払しょくし、制度の意義や仕組

みなどの正しい理解を促進するため、１１

月を「ねんきん月間」と定め、周知活動を集

中的に行う。特に大学生等の若年層に対し

ては、「ねんきん月間」をはじめ、様々な機

会を通じて啓発の取組を強化する。

⑨年金確保支援法に基づく後納制度につ

いては、引き続き対象者への届出勧奨を行

うとともに、市区町村や各種団体と連携・協

力して広報を実施し、制度の利用促進を図

る。
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１ ．適用事務に関する事項

（２）厚生年金保険・健康保険・船員保険の

適用の促進

以下の取組により、厚生年金保険等の適

用を促進する。これらの取組にあたって

は、年金記録問題への対応状況を踏まえ

つつ、毎事業年度(平成 21 年度を除く。)、

数値目標や具体的なスケジュールを定め

た行動計画を機構全体及び各年金事務所

ごとに策定し、当該計画に基づき効果的・

効率的な推進に努める。

なお、重点的加入指導（職員による個別訪

問及び年金事務所への呼び出し）など適

用促進に関する各種取り組みについて

は、中期計画期間中のできるだけ早い時

期に、社会保険庁における平成 18 年度の

実績水準を回復し、その後、更なる上積み

を行うことを目指す。

①未適用事業所の適用の促進

ア 公共職業安定所や地方運輸局等が保

有する社会保険加入状況等の情報を収

集・活用し、未適用事業所の効率的かつ的

確な把握に努める。

２．厚生年金保険・健康保険等の適用・徴

収対策

（１）厚生年金保険・健康保険等の適用促

進対策

以下の取組により、厚生年金保険・健康保

険等の適用を促進する。その取組に当たっ

ては、平成２４年度に設定した「平成２３年

度末時点で把握した適用調査対象事業所

を３年以内（平成２６年度まで）に半減」する

という目標の達成状況等を踏まえ、平成２

７年度以降の新たな目標を策定するととも

に、法人登記簿情報等の活用により把握し

た適用調査対象事業所に対する調査・加

入指導等に、集中的に取り組む。なお、毎

事業年度、数値目標や具体的なスケジュ

ールを定めた行動計画を機構全体及び各

年金事務所ごとに策定し、当該計画に基づ

き効果的・効率的に推進する。

①適用調査対象事業所の適用の促進

ア 法人登記簿情報、雇用保険情報を活

用したシステムによる突合せ、ハローワー

ク、地方運輸局、地方整備局等が保有する

社会保険加入状況等の情報の収集・活用

により、適用調査対象事業所の効率的か

つ的確な把握に努める。

また、会社法人等番号を活用し、適用調査

対象事業所を的確に把握する。更に短時

間労働者の適用拡大の対象事業所の特定

２．厚生年金保険・健康保険等の適用・

徴収対策

（１）厚生年金保険・健康保険等の適用促

進対策

以下の取組により、厚生年金保険・健康

保険等の適用を促進し、平成２４年度に

設定した「平成２３年度末時点で把握した

適用調査対象事業所を３年以内（平成２

６年度まで）に半減」するという目標を達

成する。また、法人登記簿情報等の活用

により把握した適用調査対象事業所に対

する調査・加入指導等に取り組むととも

に、平成２７年度以降の新たな目標の策

定に取り組む。なお、適用促進に当たっ

ては、数値目標や具体的なスケジュール

を定めた平成２６年度行動計画を機構全

体及び各年金事務所ごとに策定し、当該

計画に基づき効果的・効率的に推進す

る。

①適用調査対象事業所の適用の促進

ア 適用調査対象事業所の的確な把握

法人登記情報、雇用保険情報を活用した

システムによる突合せ、ハローワーク、地

方運輸局、地方整備局等が保有する社

会保険加入状況等の情報の収集・活用

により、適用調査対象事業所の効率的か

つ的確な把握に努める。また、適用調査

対象事業所を的確に把握するために、事

業所記録と会社法人等番号との紐付け

を行う。

（２）厚生年金保険・健康保険・船員保険の

適用の促進

以下の取組により、厚生年金保険等の適

用を促進する。これらの取組に当たって

は、機構全体及び各年金事務所ごとに平

成２５年度行動計画を策定し、当該計画に

基づき効果的・効率的に推進する。

①未適用事業所の適用の促進

ア 未適用事業所の確実な把握

法人登記情報、雇用保険情報を活用した

システムによる突き合わせ、公共職業安定

所、地方運輸局、地方整備局等が保有す

る社会保険加入状況等の情報の収集・活

用により、未適用事業所の効率的かつ正

確な把握に努める。
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イ 未適用事業所の加入勧奨等の適用促

進業務について、外部委託により効率的

に行う。

ウ 加入指導から立入検査及び職権適用

に至る実施手順、判断基準を定める。

エ ウによる手順・基準に基づき、外部委託

先と連携しつつ、呼出や訪問等による重点

的な加入指導を実施する。

オ ウによる手順・基準に基づき、加入指導

後に届出を行わない事業所に対して、立

入検査の上、職権適用を着実に実施す

る。

カ 未適用事業所について、システムによ

る的確な管理を実施する。

②事業主からの適正な届出の促進

ア 適用事業所の事業主に対する適正な

届出の指導を実施する。

イ 事業所の業種や被保険者の特性を踏

まえて、重点的な事業所調査を実施する。

への活用することを検討する。

イ 適用調査対象事業所の加入勧奨につ

いて、外部委託を活用することにより効率

的に実施する。

ウ 適用調査対象事業所の重点的加入指

導等について、イの外部委託先との連携に

より効果的・効率的に実施する。

エ 加入指導後においても届出を行わない

事業所に対して、立入検査を行い認定によ

る加入手続きを実施しつつ、着実な適用に

努める。

②事業主からの適正な届出の促進

ア 適用事業所の事業主に対する適正な届

出の指導を実施する。

イ 事業所の業種や被保険者の特性を踏ま

えて、重点的な事業所調査を実施する。

イ 適用調査対象事業所の加入勧奨

新規法人登記簿情報等の活用により把

握した適用調査対象事業所の加入勧奨

について、外部委託を活用することにより

効率的に実施する。

ウ 適用調査対象事業所の重点的加入

指導及び認定による加入手続の実施

・平成２３年度末時点で把握した適用調

査対象事業所を、３年以内に半減する目

標は、２６年度が最終年度に当たるた

め、目標達成に向けて、より多くの事業所

を適用するよう、適用調査対象事業所に

対して優先順位をつけ加入指導を実施す

る。

・重点的加入指導を複数回実施しても加

入の見込みがない事業所については、必

要に応じて、立入検査を行い認定による

加入手続きを実施する。

なお、加入指導に従わない悪質な事業所

については、本部及びブロック本部の指

導・支援の下、告発も視野に対応する。

②事業主からの適正な届出の促進

ア 資格取得届等の届出漏れが多い傾

向にある労働者派遣業及び短時間就労

者・外国人就労者を多く使用する事業所

に対し、関係機関と連携を図り、重点的な

指導を行う。

イ 全喪届受付時に、第三者の確認のな

イ 未適用事業所への重点的加入指導及

び認定による加入手続の実施

・平成２３年度末時点で把握した未適用事

業所について、従業員の多い事業所から

優先的に加入指導を実施し、３年以内に半

減することを目標とする。

・加入指導に当たっては、外部委託による

加入勧奨を行い、その結果を踏まえ、重点

的加入指導等を実施し、着実に適用へと結

び付ける。

・重点的加入指導を複数回実施しても加入

の見込みがない事業所については、必要

に応じて立入検査の上、認定による加入手

続を実施する。

なお、加入指導に従わない悪質な事業所

については、本部及びブロック本部の指

導・支援の下、告発も視野に対応するとと

もに、告発を行った際には、事業所名等の

公表を行う。

・適用促進対象事業所に係る取組の進捗

管理について、システムによる的確な管理

を実施する。

②事業主からの適正な届出の促進

ア 資格取得届等の届出漏れが多い傾向

にある労働者派遣業及び短時間就労者・

外国人就労者を多く使用する事業所に対

し、関係機関と連携を図り、重点的な指導

を行う。
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ウ 遡及して提出された資格喪失届、標準

報酬月額変更届や全喪届について、事実

関係の確認を徹底する。

ウ 遡及して提出された資格喪失届、標準

報酬月額変更届や全喪届について、事実関

係の確認を徹底する。

エ 事業所調査については、すべての適用

事業所を対象に４年に１回実施することを

推進する。

オ 一括適用・本社管理制度の推進を図る

。この場合、会社法人等番号を用いて複数

の事業所を有する法人を特定して勧奨する

ことについて検討する。

い書類を添付している事業所について

は、一定期間経過後に事業実態を把握

し、違法な脱退を防止する。

ウ 事業主から一定期間以上遡及して提

出された資格喪失届や降給による月額

変更届について、添付書類等により、届

出内容の事実関係の確認を徹底する。

エ 事業主に対し、被保険者資格の取

得・喪失又は標準報酬の決定・改定に係

る通知がなされたときは、被保険者へ確

実に通知するよう指導する。

オ 総合調査及び定時決定時調査等の

事業所調査については、すべての適用事

業所を対象に４年に１回実施することを

基本とする。この総合調査及び定時決定

時調査等の調査結果については、今後

の取組に反映させる。

カ 一括適用・本社管理制度の推進を図

る。また、複数の事業所を有する法人を

特定するために、事業所記録と会社法人

等番号との紐付けを行う。

③厚生年金特例法への対応

厚生年金特例法に従い、事業主等に対

する特例納付保険料の納付勧奨等の手

続を実施する。

イ 全喪届受付時に、第三者の確認のない

書類を添付している事業所については、一

定期間経過後に事業実態を把握し、違法

な脱退を防止する。

ウ 事業主から一定期間以上遡及して提

出された資格喪失届や降給による月額変

更届について、添付書類等により、届出内

容の事実関係の確認を徹底する。

エ 事業主に対し、被保険者資格の取得・

喪失又は標準報酬の決定・改定に係る通

知がなされたときは、被保険者へ確実に通

知するよう指導する。

オ 総合調査及び定時決定時調査等の事

業所調査については、すべての適用事業

所を対象に４年に１回実施することを基本

とする。この総合調査及び定時決定時調査

等の調査結果については、今後の取組に

反映させる。

また、一括適用制度又は本社管理の利用

促進を図ることにより、短期間の加入漏れ

の発生防止等に努める。

③厚生年金特例法への対応

厚生年金特例法に従い、事業主等に対す

る特例納付保険料の納付勧奨等の手続を

実施する。

（２）厚生年金保険・健康保険・船員保険等

の徴収対策の推進

厚生年金保険等の保険料等について、未

(２)厚生年金保険・健康保険等の徴収対策

厚生年金保険・健康保険等の保険料徴収

対策については、毎事業年度、数値目標

（２）厚生年金保険・健康保険等の徴収対策

厚生年金保険・健康保険等の保険料徴収

対策については、機構全体及び年金事務

（２）厚生年金保険・健康保険・船員保険等

の徴収対策の推進

厚生年金保険等の保険料等の徴収対策に
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適用事業所の適用を進めつつ、以下の取

組により、確実に保険料収入を確保すると

ともに、保険料等を滞納する事業主又は船

舶所有者に対する納付の督促及び滞納処

分等を確実に実施する。

ア 口座振替の勧奨及び周知を実施し、口

座振替の促進を図る。厚生年金保険等の

保険料収納に係る口座振替実施率につい

て、中期目標期間中、毎年度の口座振替

実施率が前年度の当該率と同等以上の水

準を確保することを目指す。

イ 年金記録問題への対応状況等を踏ま

えつつ、毎事業年度(平成 21 年度を除

く。)、取組に係る数値目標や具体的なスケ

ジュールを定めた行動計画を機構全体及

び各年金事務所ごとに策定し、当該計画

に基づき、滞納事業所に対する納付指導

及び滞納処分を確実に実施する。

や具体的なスケジュールを定めた行動計

画を機構全体及び年金事務所ごとに策定

し、確実に保険料収入を確保するため、当

該計画に基づいて以下の取組を効果的・

効率的に推進する。

口座振替実施率及び厚生年金保険等の収

納率については、毎事業年度の収納率が

前事業年度の当該率と同等以上の水準を

確保することを目指す。

①口座振替の勧奨及び周知を実施し、口

座振替の利用促進を図る。

②保険料等を滞納する事業主に対する納

付指導及び滞納処分を関係法令に基づき

、適正かつ確実に実施する。

所ごとに平成２６年度行動計画を策定し、以

下の取組を効果的・効率的に推進する。

なお、行動計画の策定に当たっては機構全

体として、口座振替実施率及び厚生年金保

険等の収納率が前年度と同等以上の水準

を確保することを目標とする。

①口座振替の利用促進

口座振替を利用していない適用事業所に

ついては、口座振替による保険料納付の利

用促進を図るとともに、適用事業所の新規

適用時においては、原則として口座振替を

利用するよう事業主に勧奨する。

②滞納事業所に対する納付指導及び滞納

処分

ア 滞納事業所に対しては、速やかに保険

料の納付督励を行い、確実な徴収と滞納の

長期化の防止を図る。

なお、新規滞納事業所に対しては、初期手

順に従い、納付督励及び滞納処分を確実

に実施する。

イ 滞納事業所から納付が困難である旨の

申出があった場合には、事業所の経営状

況や将来の見通しなどを丁寧に聴き取った

上で、きめ細かな納付指導を行う。

ついては、機構全体及び年金事務所ごとに

平成２５年度行動計画を策定し、以下のよう

な取組を効率的・効果的に推進する。

なお、行動計画の策定に当たっては機構全

体として、口座振替実施率が前年度と同等

以上の水準を確保することを目標とする。

①口座振替の推進

口座振替による保険料納付の推進を図る

ため、適用事業所の新規適用時において

は、原則として口座振替を利用するよう事

業主に協力を求める。

②滞納事業所に対する納付指導及び滞納処

分

ア 滞納事業所に対しては、速やかに保険

料の納付督励を行い、確実な徴収と滞納

の長期化の防止を図る。

なお、新規滞納事業所に対しては、初期手

順に従い、納付督励及び滞納処分を確実

に実施する。

イ 現下の厳しい経済情勢を踏まえ、滞納

事業所から納付が困難である旨の申出が

あった場合には、事業所の経営状況や将来

の見通しなどを丁寧に聞き取った上で、きめ
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ウ 強制徴収については、関係法令に基づ

き、適切に実施するとともに、徴収が困難

な事案については、ブロック本部と年金事

務所の連携を密にして、早期に滞納の解

消を図り、保険料収入の確保に努める。さ

らに、必要に応じ、国税庁に委任する仕組

みを適切に活用する。

③強制徴収については、関係法令に基づ

き、適正に実施するとともに、徴収が困難

な事案については、ブロック本部と年金事

務所の連携を密にして、早期に滞納の解

消を図る。さらに、必要に応じ、国税庁に委

任する仕組みを積極的に活用する。

ウ また、繰り返し納付指導したにもかかわ

らず、納付指導に応じない事業所に対して

は、関係法令に基づき滞納処分を迅速か

つ確実に実施する。

③徴収が困難である事業所に対する徴収

対策の徹底

徴収が困難である事業所に対しては、本

部、ブロック本部及び年金事務所が連携し

て早期の滞納解消に向けた取組を実施す

る。 また、必要に応じ、国税庁と連携協力

し、国税庁に委任する仕組みを積極的に活

用する。

細かな納付指導を行う。

ウ また、繰り返し納付指導したにもかかわ

らず、納付指導に応じない事業所に対して

は、関係法令に基づき滞納処分を迅速かつ

確実に実施し、保険料の確保に努める。

さらに、必要に応じ、国税庁と連携協力し、国

税庁に委任する仕組みを積極的に活用す

る。

３．給付事務に関する事項

①以下の取組により、年金給付の迅速な

決定及び正確な支給に努める。

ア 請求書を受け付けてから年金証書が届

くまでの所要日数の目標（サービススタン

ダード）を次のとおり定め、所要日数（請求

者に対する不備返戻、医師照会、実地調

査及び市町村からの回付に要した日数を

除く。）での当該目標の達成に向けて、迅

速な決定に努めるとともに、問題点を分析

し、取組の改善を図る。中期目標期間中、

毎年度の達成率が前年度の当該率と同等

以上の水準を確保するとともに、設定した

各サービススタンダードについて、最終年

度においては当該達成率を 90％以上とす

ることを目指す。

３．年金給付

年金給付の迅速な決定及び正確な支給を

行うため、以下の取組を行う。

①迅速な支給決定

請求書を受け付けてから年金証書が届くま

での所要日数の目標（サービススタンダー

ド）を次のとおり定め、所要日数（請求者に

対する不備返戻、医師照会、実地調査及

び市区町村からの回付に要した日数を除

く。）での当該目標の達成に向けて、迅速な

決定に努め、各サービススタンダードの達

成率を９０％以上とすることを目指す。

３．年金給付

①迅速な決定

「サービススタンダード」の達成状況を適

切に把握し、各サービススタンダードの達

成率９０％以上を維持するよう取り組む。

３．給付事務に関する事項

①迅速な決定

「サービススタンダード」の達成状況を適切

に把握し、達成率が前年度の実績を上回

り、中期計画の最終年度における目標であ

る９０％以上となるよう取組を推進する。

なお、達成率の低い障害厚生年金につい

ては、引き続き、本部の審査事務の効率化

を図り、スキルの向上に努めるとともに、年

金事務所・事務センターとの連携を強化し、

本部への年金請求書の送付日数の短縮化

や返戻件数の削減、審査スキルの向上を

図る。
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＜サービススタンダード＞

・老齢基礎・老齢厚生年金、遺族基礎・遺

族厚生年金：2 か月以内（加入状況の再確

認を要しない方は、1 か月以内）

・障害基礎年金：3 か月以内

・障害厚生年金：3 か月半以内

イ 年金給付の支給の誤りを防止するた

め、年金給付に関する業務処理マニュア

ルの徹底を図るとともに、事務処理誤りが

発生した場合には、事務処理誤りに関する

組織内の情報共有を徹底するなど、再発

防止のための必要な改善措置を講じる。

②年金支給年齢の到達前に受給権の発

生をお知らせする文書を送付する等、受給

者の申請忘れ、申請漏れを極力防ぐため

の実効ある取組を進める。

＜サービススタンダード＞

・老齢基礎・老齢厚生年金、遺族基礎・遺

族厚生年金：２か月以内（加入状況の再確

認を要しない方は、１か月以内）

・障害基礎年金：３か月以内

・障害厚生年金：３か月半以内

②正確な事務

年金給付の支給の誤りを防止するため、年

金給付に関する業務処理マニュアルの周

知徹底を図るとともに、事務処理誤りが発

生した場合には、関係組織内の情報共有

を徹底するなど、再発防止のための必要な

改善措置を講じる。

③年金受給にできる限り結び付けていくた

めの取組

年金支給年齢の到達前に受給権の発生を

お知らせする文書を送付する等、受給者の

申請忘れ、申請漏れを極力防ぐための実

効ある取組を行う。

②正確な事務

年金給付関係の事務処理誤りを防止す

るため、過去の裁判等の事例も含め、事

務処理誤りについての情報共有を図ると

ともに、その要因分析を十分行い、事務

処理マニュアルの充実や職員への周知

徹底等を図る。

③年金受給にできる限り結び付けていく

ための取組

受給者の申請忘れ、申請漏れを防止す

るため、年金支給年齢(６０歳（女性の

み）、６１歳（男性のみ）又は６５歳)に到達

する直前に、あらかじめ年金加入履歴等

が記載されている年金請求書(ターンアラ

ウンド方式)を本人宛に送付する等の取

組を行う。また、６９歳到達時に受給資格

期間を満たしながら年金請求を行ってい

ない方に対して、年金請求を促すための

お知らせを送付する。

②正確な支給

年金給付関係の事務処理誤りを防止する

ため、過去の裁判等の事例も含め、事務処

理誤りについての情報共有を図るととも

に、その要因分析を十分行い、事務処理マ

ニュアルの充実や職員への周知徹底等を

図る。

③年金受給にできる限り結び付けていくた

めの取組

受給者の申請忘れ、申請漏れを防止する

ため、年金支給年齢(６０歳又は６５歳)に到

達する直前に、あらかじめ年金加入履歴等

が記載されている年金請求書(ターンアラウ

ンド方式)を本人宛に送付する等の取組を

行う。また、６９歳到達時に受給資格期間を

満たしながら年金請求を行っていない方に

対して、年金請求を促すためのお知らせを

送付する。

④住基ネットを活用した届出手続の簡素化

新規裁定者等に対し、住民票コードの収録
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状況をお知らせし、住所変更や死亡の届出

の省略について周知する。また被保険者の

住所変更届の省略の実現に向けて、住民

票コードの収録作業を進める。

Ⅰ．年金記録問題への対応に関する事項

○年金記録問題の解決に向け、以下の取

組を計画的に進める。

（１）年金記録問題に関する未解明事案に

ついての実態解明・各種のサンプル調査

の実施などを通じて未解明事案について

の実態解明を進める。

（２）基礎年金番号に未統合になっている

記録の統合・解明・未統合記録について

は、「ねんきん特別便」・「ねんきん定期

便」、各種解明作業に基づく「年金記録の

確認のお知らせ」（黄色便）等の回答に係

る記録確認作業を引き続き実施することに

より、解明・統合を進める。

４．年金記録の正確な管理と年金記録問題

の再発防止のための対応

（１）年金記録の確認等の対応

年金記録の回復のため、引き続き、以下の

取組を行う。

①お客様からの年金記録に関する申出へ

の対応

ねんきん定期便及び「ねんきんネット」での

加入状況の確認や年金請求時等を契機と

したお客様からの年金記録に関する申出

等に対して、必要な調査などの対応を適切

に行う。また、引き続き未統合記録の解明

等のため、ねんきん定期便等を活用し年金

記録の「もれや誤り」の申出の働きかけを

行う。

②年金記録の確認等に関する事務処理体

制の整備

お客様からの申出等に迅速、適切に対応

４．年金記録の正確な管理と年金記録問

題の再発防止のための対応

年金記録の正確な管理と年金記録の

確認等のため、以下の取組を行う。

（１）年金記録の確認等の対応

①お客様からの年金記録に関する申出

への対応

ねんきん定期便及び「ねんきんネット」で

の加入状況の確認や年金請求時等を契

機としたお客様からの年金記録に関する

申出等に対して、必要な調査などの対応

を適切に行う。

また、引き続き未統合記録の解明等のた

め、ねんきん定期便及び年金請求書（タ

ーンアラウンド方式）を活用して、年金記

録の「もれや誤り」が気になる方への確認

の呼びかけを行う。

②年金記録の確認等に関する事務処理

体制の整備

紙台帳等とコンピュータ記録との突合せ

Ⅰ．年金記録問題への対応に関する事項

年金記録問題の解決に向け、以下の取

組を進める。特に「気になる年金記録、再

確認キャンペーン」（後述）の周知、広報を

進めるとともに、紙台帳等とコンピュータ記

録の突合せ及び厚生年金基金記録との突

合せについて、重点的に処理を進める。

（１）年金記録問題に関する未解明事案に

ついて、引き続き未統合記録等の分析を行

うなど、実態の解明作業を進める。

（２）基礎年金番号に未統合になっている記

録の統合・解明

・紙台帳検索システムを活用した持ち主検

索の結果、ご本人と思われる方へのお知ら

せを送付し、未統合記録の確認作業を進

める。

・「ねんきん定期便」等の回答に係る記録

確認作業を進める。

・「ねんきん特別便」・各種解明作業に係る

「年金記録の確認のお知らせ」（黄色便）等

の未送達者のうち住基ネットとの突合せに

より住所の確認ができた者に再送付したも
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（３）受給者・加入者への年金記録の確認

作業及び確認作業に当たっての市町村と

の連携

・受給者・加入者の年金記録について、ね

んきん特別便による確認作業を行う。

・特に、名寄せ特別便については、「訂正

なし」と回答のあった方及び未回答の方の

うち、結び付く可能性が高い記録につい

て、フォローアップを確実に行う。

・その際、市区町村が保有する電話番号

や住所等の情報提供及び電話又は訪問

による記録の確認調査の実施などに協力

いただくことにより、年金記録の確認の促

進を図る。

（４）年金記録情報総合管理・照合システム

によるコンピュータ記録と紙台帳の突合せ

・平成２２年度前半に年金記録情報総合管

理・照合システムを構築し、当該システム

を用いて、紙台帳等とコンピュータ記録と

の突合せを、優先順位を付けた上で効率

的に実施する。

するとともに、年金記録の訂正に伴う再裁

定や時効特例給付を迅速、適切に処理す

るための体制を確保する。

（２）再発防止及び年金記録の正確な管理

の実施

記録問題の再発防止等のため、以下の取

組を行う。

①情報提供とお客様による確認

ねんきん定期便や「ねんきんネット」によ

り、加入制度、加入期間、標準報酬等の情

報をお客様に情報提供し、お客様による年

金記録の確認を促進する。特に、持ち主不

明の未統合記録の検索もできる「ねんきん

ネット」については、利用促進のための取

組や、その機能の一層の充実を図る。

において、年金記録問題への対応の実

施計画（工程表：平成 25 年 2 月 22 日最

終改定）に従いお客様に送付した案件に

ついて、年金記録の訂正に関連する事務

処理を迅速、適切に処理するとともに、

「ねんきん定期便」等に係るお客様から

の年金記録の確認の申出への対応を迅

速、適切に対応する。

また、年金記録の訂正に伴う再裁定や時

効特例給付を処理するための体制を整

備する。

（２）再発防止及び年金記録の正確な管

理の実施

記録問題の再発防止等のため、以下の

取組を行う。

①情報提供とお客様による確認

・引き続き全ての加入者に対して「ねんき

ん定期便」を送付し、年金記録の確認を

促進するとともに、「ねんきんネット」のユ

ーザＩＤを即時に取得できる「アクセスキ

ー」を記載し、「ねんきんネット」の利用を

促進する。

・「ねんきんネット」においては、届書の作

成支援機能の更なる拡充、年金記録の

更新頻度を月次から日次に向上させるな

どの機能の充実を図る。

・年金事務所でアクセスキーを交付する

際に、ユーザＩＤ取得申込みの画面へリン

のへの回答に係る記録確認作業を進め

る。

（３）受給者・加入者への年金記録の確認

作業

・加入者の年金記録について、「ねんきん

定期便」による確認作業のほか、｢ねんきん

特別便」「黄色便」等の未送達者に対する

再送付分の回答に係る確認作業を行う。

・受給者及び待機者に対して、「ねんきんネ

ット」のユーザＩＤを即時に取得できる「アク

セスキーのお知らせ」を送付し、「ねんきん

ネット」の利用を促すとともに「気になる年

金記録、再確認キャンペーン」（後述）で年

金記録確認の呼びかけを行う。

（４）紙台帳検索システムによるコンピュー

タ記録と紙台帳等の突合せ

・紙台帳等とコンピュータ記録の突合せに

ついて、２５年度を目途に被保険者を含め

た突合せ作業を終了し、該当者へのお知ら

せ通知の送付を進める。

・紙台帳検索システムを活用した持ち主検

索作業の結果、ご本人と思われる方への

お知らせ通知の送付を２５年度を目途に進

める。

（５）「気になる年金記録、再確認キャンペ
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（５）年金記録の訂正や再裁定後の支給等

を迅速に行うための体制整備・年金記録

の統合状況等に応じて、再裁定の迅速な

処理を行うための体制を整備する。

（６）標準報酬等の遡及訂正事案について

②基礎年金番号の整理等

・重複付番の疑いがある基礎年金番号を

有する方については、定期的な調査などに

より、基礎年金番号の重複付番解消を進

める。

・基礎年金番号が未記載の資格取得届が

提出された場合は、引き続き、事業主によ

る本人確認が行われるまで処理を保留す

るなど本人確認を徹底するとともに、氏名、

性別及び生年月日が一致する基礎年金番

号が既にあるときは、いったん、他と区分す

る基礎年金番号（仮基礎年金番号）を用い

て別管理し、必要な調査等を行った上で本

来の基礎年金番号へ統合する等の取組を

推進する。

・また、社会保障・税番号制度の導入後は

資格取得の際に、個人番号による本人特

定を徹底することで重複付番の発生防止を

図る。

クする二次元コードを印刷したリーフレッ

トを合わせてお渡しすることにより、スマ

ートフォンによるＩＤ取得の増加につなげ

る。

・事務所毎のアクセスキー発行件数と、そ

れに紐づいたＩＤ取得件数の統計情報を

分析し、ＩＤ取得につながる効果的な事例

を調査・紹介するなど、ＩＤ取得件数の増

加の取組を行う。

②基礎年金番号の整理等

ア 既に発生している重複付番の解消

・定期的（４ヶ月毎）に、氏名、性別、生年

月日、住所等が一致する者を抽出し、確

認の上、未処理分を含め重複付番の解

消を進める。

・氏名、性別及び生年月日が一致する重

複付番の疑いがあると考えられる基礎年

金番号については、照会票を送付するな

どにより基礎年金番号の重複の解消を進

める。

イ 新規発生の防止

・新規に基礎年金番号の付番を行う場合

には、氏名、性別、生年月日、住所等の

確認の徹底や、基礎年金番号有無の調

査等により、重複付番の発生を防止す

る。

・厚生年金保険の資格取得時に、事業主

による本人確認が行われるまで処理を保

留するなど、本人確認を徹底する。

ーン」の実施

・年金記録の「もれ」や「誤り」が気になる方

を対象に、年金事務所への申し出等により

記録の確認を行う「気になる年金記録、再

確認キャンペーン」を進める。

・受給者や待機者、加入者全員に対して、

ねんきん定期便等を活用して個別にお知ら

せを送付するなど年金記録の「もれ」や「誤

り」が気になる方への確認の呼びかけを実

施する。

・生活にお困りの高齢者に対して、市区町

村の協力を得て、福祉担当の相談窓口に

おいて、個別に年金記録の発見支援を行う

とともに、高齢者のケアに日常携わる方々

にキャンペーンを周知し、サポートが必要

な高齢者への記録の確認の呼びかけを行

う。

・「ねんきんネット」で、持ち主不明の年金記

録を氏名や生年月日等で検索できる機能

を活用していただくため、ホームページやＹ

ｏｕＴｕｂｅ等で周知を図る。

（６）年金記録の訂正や再裁定後の支給等

を迅速に行うための体制整備

・年金記録の統合状況等に応じて、再裁定

の迅速な処理を行うための体制を整備し、

難易度の高い案件も含め本部への送付期

間を合わせて３か月程度での処理を維持

する。
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の実態解明・迅速な記録回復

・受給者・加入者にご自身の年金記録を確

認していただいた上で、一定の条件を満た

す場合には年金事務所段階での記録回復

を行うことにより、被害の救済を速やかに

進める。

（７）ねんきん定期便や常に年金記録が確

認できる仕組みによる加入者情報の提供

・被保険者に対して、保険料納付実績や年

金見込み額をお知らせする「ねんきん定期

便」を実施する。

・自分の年金記録（年金見込額及び保険

料納付額を含む）を常に確認可能とする仕

組みを構築する。

③届書の電子化

機構側での入力誤りを防止するため、市区

町村や事業所からの届書について、電子

申請や電子媒体による届出を一層促進す

るための取組を推進し、効率的で正確性の

高い事務処理を推進する。

・資格取得届に基礎年金番号が未記載

のもので、氏名、性別及び生年月日が一

致する基礎年金番号が既にある場合は、

他と区分する基礎年金番号（仮基礎年金

番号）により別管理して、基礎年金番号

の有無調査において照会票を複数回送

付するなどにより仮基礎年金番号の解消

を進める。

・資格取得届の提出時における重複付番

の防止等を図るため、基礎年金番号と個

人番号の紐付に向けた準備を行う。

ウ その他の取組

平成９年の基礎年金番号導入前に退職

して組合員でなくなった方の共済記録の

基礎年金番号への統合を進める。

③届書の電子化

機構側での入力誤りを防止するため、事

業主等が利用する手続きについて電子

（媒体）申請の対象届書の拡大や広報・

普及啓発を行うとともに、国民年金適用

関係届書の電子化に協力していただける

市区町村の拡大を図り、効率的で正確性

の高い事務処理を推進する。

（７）年金事務所段階での記録回復の促進

等

・標準報酬の不適正な遡及訂正処理が行

われた可能性の高い６．９万件に係る記録

回復基準（２１年１２月）をはじめとした各種

回復基準等に基づき、記録回復を進める。

（８）ねんきん定期便やねんきんネット等に

よる情報の提供

①ねんきん定期便の送付

・ねんきん定期便について、確認していた

だきたいポイントをわかりやすく表示し、は

がきでお送りする。なお、節目年齢（３５歳、

４５歳、５８歳）のうち、５８歳が５９歳に変更

されたことに伴い、平成２５年度において

は、３５歳、４５歳の方については、従来ど

おり封書形式で全加入期間の保険料納付

状況等を通知する（５９歳の方については、

前年度に封書形式で全加入期間の保険料

納付状況等を通知しているため、平成２５

年度は、はがきで通知する）。

②ねんきんネットの充実

・「ねんきんネット」のユーザＩＤ取得促進を

図るため、ユーザ ID が即時に発行できる

「アクセスキー」について、加入者に送付し

ている「ねんきん定期便」や年金受給者に

送付する「年金記録確認のお願い」などで

送付することに加え、年金事務所の相談窓
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④厚生年金基金への情報提供

厚生年金基金記録との突合せの状況を踏

まえ、厚生年金基金（以下、「基金」とい

う。）の記録と国の記録の不一致を防止す

るため、国の保有する基金加入員の記録

に係る情報を、定期的に基金に提供する。

④厚生年金基金への情報提供

厚生年金基金（以下、「基金」という。）の

記録と国の記録の不一致を防止するた

め、国の保有する基金加入員の記録に

係る情報を、定期的に基金に提供する。

口等でも積極的に交付を行う。

・加入履歴や納めた保険料、年金見込額な

どを一目で確認できるようにするとともに、

受給者向けの見込額試算の開始や、利用

者が多く若者に身近なスマートフォン等の

モバイル機器にも対応できるようにするな

ど、お客様サービスの充実を図る。

（９）厚生年金基金記録との突合せ

・厚生年金基金等との連携を図りながら、

第１次審査（国の紙台帳等に基づく審査）

について処理を進めるとともに、第２次審

査（第１次審査結果を踏まえ厚生年金基金

等から提出された資料に基づく審査）につ

いて、２５年１０月末までに厚生年金基金等

から適用事業所の人事記録等の調査結果

の報告があったものについて、２５年度中

を目途に必要な記録訂正を進める。

（１０）基礎年金番号の正確性の確保

①既に発生している重複付番の解消

・定期的（４ヶ月毎）に、氏名、性別、生年月

日、住所等が一致する者を抽出し、確認の

うえ未処理分を含め重複付番の解消を進

める。

・氏名、性別及び生年月日が一致する重複

付番の疑いがあると考えられる基礎年金

番号について、２５年度中を目途に照会票

を送付し、基礎年金番号の重複の解消を



21

進める。

②新規発生の防止

・新規に基礎年金番号の付番を行う場合に

は、氏名、性別、生年月日、住所等の確認

の徹底や、基礎年金番号有無の調査の改

善を図り、重複付番の発生を防止する。

・基礎年金番号が未記載の資格取得届に

ついて、事業主による本人確認が行われる

まで処理を保留するなど、本人確認を徹底

するとともに、２５年４月から、氏名、性別及

び生年月日が一致する基礎年金番号が既

にある場合、他と区分する基礎年金番号

（仮基礎年金番号）による別管理を実施す

る。

③その他の取組

・住民基本台帳ネットワークシステムにより

把握した２０歳、３４歳及び４４歳到達者に

対する適用を図ることにより、未加入者へ

の基礎年金番号の付番を進める。

・死亡情報が未収録となっている基礎年金

番号について、調査・検討のうえ死亡情報

の収録を進める。

・外国人の方についても、平成２５年７月を

目途に、重複付番の発生を防止するため

に必要なシステムの改善を進める。

・平成９年の基礎年金番号導入前に退職し

て組合員でなくなった方の共済記録の基礎

年金番号への統合を進める。
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その他年金記録問題の解決に向けて必要

な取組を進める。

⑤その他

①～④の他、年金記録問題の再発防止等

のため、以下の取組を進める。

・「法制度の改正に関するフォローと今後の

改正への対応」（Ⅰ－９－（１）参照）

・「文書保存の合理化」（Ⅲ－１－（５）参照）

・「受付進捗管理システム・お客様対応業

務システムなどの効果的活用」（Ⅰ－５－

②、Ⅰ－７－③参照）

・「受給待機者への対応」（Ⅲ－１－（６）参

照）

・「年金機構のシステム面の再構築」（Ⅱ－

５－④参照）

⑤その他

①～④の他、年金記録問題の再発防止

等のため、以下の取組を進める。

・「法制度の改正に関するフォローと今後

の改正への対応」（Ⅰ－１－（２）－⑩、Ⅰ

－９－（１）参照）

・「文書保存の合理化」（Ⅲ－１－（５）参

照）

・「受付進捗管理システム・お客様対応業

務システムなどの効果的活用」（Ⅰ－５－

②、Ⅰ－７－③参照）

・「受給待機者への対応」（Ⅲ－１－（６）

参照）

・「年金機構のシステム面の再構築」（Ⅱ

－５－④参照）

その他年金記録問題の解決に向けて必要

な取組を進める。

５．事務処理の正確性の確保

事務処理誤りの発生は、年金権の侵害に

つながるおそれがあるため、事務処理の正

確性の確保は重要であり、事務処理誤りの

未然防止及び再発防止の観点から、以下

の取組を行う。

①業務処理マニュアルに基づく正確な事務

処理の徹底

事務処理に関する業務処理マニュアルの

内容の充実・精緻化に取り組むとともに、そ

の徹底を図る。

５．事務処理の正確性の確保

事務処理誤りの発生は、年金権の侵害

につながるおそれがあるため、事務処理

の正確性の確保は重要であり、事務処理

誤りの未然防止及び再発防止の観点か

ら、以下の取組を行う。

①業務処理マニュアルに基づく正確な事

務処理の徹底

事務処理に関する業務処理マニュアルの

内容の充実・精緻化に取り組むとともに、

職員への周知徹底により事務処理の標

準化に取り組む。
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②事務処理誤り防止の取組

事務処理誤りの原因分析などを通じて、シ

ステム改善を含む事務処理誤り再発防止

のための総合的な対策を推進する。

②事務処理誤り防止の取組

ア 事務処理誤り総合再発防止策に基づ

き、システム改善や現場における勉強会

等のほか、事務処理誤りの原因分析など

を通じて、事務処理誤り再発防止に取り

組む。

イ 事務処理遅延・紛失については、そ

の根絶を期すため、受付進捗管理システ

ムへの登録と管理職員による進捗管理を

徹底するとともに、以下の取組を行う。

・受付進捗管理システムにおける未処理

確認対象届書を拡大するとともに、届書

の処理期限の遵守、未完結となっている

届書の点検を確実に実施する。また、一

定期間経過した未処理届書については、

ブロック本部及び本部への報告により未

処理届書を把握して指導を徹底する。

・受付進捗管理システムへの登録者の専

任化、届書の担当者間の引継の明確

化、不備届書の返戻ルール化などによ

り、受付から処理が完結するまでの事務

処理フローの標準化に取り組む。

・受付進捗管理システムの進捗管理機能

の向上及び操作の効率化に向けたシス

テム改善に取り組むほか、受付進捗管理

システム以外で管理している受付簿、返
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戻簿の取扱いを徹底する。

ウ 受付進捗管理システムの運用状況及

び管理職員による未処理届書の定期的

な確認状況については、機構本部による

内部監査等により確認を行う。

４．相談、情報提供等に関する事項

（１）年金相談の充実

年金相談について、被保険者、受給権者

その他の関係者の立場に立って、利用し

やすい相談体制を整備するとともに、必要

に応じて市町村や税務署等の他の相談機

関を紹介する等、懇切丁寧に対応すること

に留意し、適正に実施する。

６．年金相談、情報提供等

（１）年金相談

年金相談について、制度改正に対応しつ

つ、お客様の立場に立って、利用しやすく、

懇切丁寧な相談サービスを実施するため、

以下の取組を行う。

６．年金相談、情報提供等

（１）年金相談

平成２６年度は、「特例水準の解消」、「遺

族基礎年金の父子家庭への支給等年金

機能強化法の一部施行」等に伴い、年金

事務所の相談件数、コールセンターのコ

ール件数が増大するものと考えられる

が、以下のような取組を進め、年金事務

所の待ち時間の増大やコールセンターの

応答率の低下を極力防止する。

なお、「年金確保支援法に基づく後納制

度」、「３号不整合記録のお知らせ」に対

応するため、引き続き年金事務所の体制

強化と状況に応じた専用ブースを設置す

るとともに、専用コールセンターの運営を

継続する。

・年金相談マニュアルの充実を図り、相談

担当者の応対レベルの統一に努めるとと

もに、円滑かつ効率的な相談体制を構築

する。

・相談担当者の業務スキルの向上を図る

ため、相談研修並びに現場でのＯＪＴを推

進する。

４．相談、情報提供に関する事項

（１）年金相談の充実

平成２５年度は、「マイナス改定」、「年金確

保支援法に基づく後納制度の施行」、「３号

不整合記録のお知らせ」、「気になる年金

記録、再確認キャンペーン」等により、年金

事務所の相談件数、コールセンターのコー

ル件数が増大するものと考えられるが、以

下のような取り組みを進め、年金事務所の

待ち時間の増大やコールセンターの応答

率の低下を極力防止する。

なお、「年金確保支援法に基づく後納制

度」、「３号不整合記録のお知らせ」に対応

するため、年金事務所の体制強化と状況

に応じた専用ブースを設置するとともに、専

用コールセンターの運営を継続する。
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①年金事務所での相談

・来所相談について、通常期で３０分、混雑

期においても１時間を超えないよう待ち時

間の短縮に努める。また、お客様の見えや

すいところに、待ち時間の目安を表示す

る。

・また、各地域における窓口の混雑状況や

お客様のニーズを踏まえながら、受付時間

の延長や休日の開所等を適切に実施す

る。

①年金事務所での相談

ア 年金事務所窓口での待ち時間につい

て、通常期で３０分、混雑期においても１

時間を超えないよう以下の対策を引き続

き講じる。

（ア） 相談窓口体制の強化のため、大・

中規模年金事務所を中心に、難易度の

高い相談窓口ブース（障害年金、離婚分

割、雇用保険との調整、併給調整等）は

基本的にスキルを持った正規職員等で対

応する体制（常設相談窓口ブースの４割

程度）を構築する。

（イ）年金事務所において、お客様の見え

やすいところに待ち時間の目安を表示

し、混雑情報の提供を行うとともに、窓口

の一般的混雑予測や各年金事務所の前

年同月の混雑状況をホームページ等で

提供する。

（ウ）「来訪相談窓口管理運営マニュア

ル」に基づく窓口仕分け（老齢、障害、遺

族、諸変更等）を行い、相談の効率化を

図る。

（エ）年金事務所の状況に応じ、予約制の

活用を行う。

（オ）年金事務所の業務改善、効率化対

策の先進事例について引き続き全国展

開を図る。

（カ）特に待ち時間の長い年金事務所に

ついて、ブースの増や相談要員の確保等

の個別対策を講じる。

①相談窓口体制の強化のため、大・中規

模年金事務所を中心に、難易度の高い相

談対応ブース（障害年金、離婚分割、雇用

保険との調整、併給調整等）は基本的にス

キルを持った正規職員で対応する体制（常

設相談窓口ブースの４割程度）を平成２６

年度当初までに計画的に構築することと

し、平成２５年度においては、常設相談窓

口ブースの３割程度の正規職員化を目指

す。（平成２６年度までに順次対応）
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ア 窓口の混雑状況やお客様のニーズを

踏まえながら、受付時間の延長や休日の

開庁等を適切に実施する。

また、電話相談について、応答状況を踏ま

えながら、適切な体制を整備する。来所相

談について、通常期で 30 分、混雑期にお

いても 1 時間を超えないよう待ち時間の短

縮に努める。混雑時においては待ち時間

の目安を表示する。

・出張相談については、地域のニーズを踏

まえながら、社会保険労務士会や市区町

村と連携・協力し、効果的な実施を図る。

・電話相談については応答状況を踏まえな

がら、お客様のニーズに応え事務所サービ

スの向上が図られるよう、業務の効率化を

進めつつ、適切な体制の整備を図る。

②年金相談センターでの相談

年金相談センターの運営を全国社会保

険労務士会連合会に外部委託し、効果的

で質の高い相談サービスの提供を図る。

イ 年金事務所等における待ち時間の短

縮や平日昼間に相談できない方への相

談時間を確保するため、年金相談につい

て以下の取組を引き続き実施する。

（ア）昼休み時間帯における年金相談の

実施

（イ）毎週月曜日における年金相談の受

付時間の延長

（ウ）毎月第２土曜日における年金相談

の実施

ウ 年金事務所の配置や地域ニーズを踏

まえながら、市区町村の庁舎内や商工会

議所等において、社会保険労務士会等と

連携・協力した出張相談を実施する。

また、常設の出張相談所を設置・活用

し、混雑が著しい都市部や遠隔地におけ

る相談の充実を図る。

エ 年金事務所への、制度の仕組み等の

一般的な電話相談について、「自動音声

応答システム（ＩＶＲ）」によるコールセンタ

ーへの転送を行うことにより、年金事務所

への電話がつながりにくい状況の改善を

図る。

②年金相談センターでの相談

年金相談センター（常設型出張相談所を

含む。）の運営を全国社会保険労務士会

連合会に委託する等、社会保険労務士

②年金事務所等における待ち時間の短縮

や平日昼間に相談できない方への相談時

間を確保するため、年金相談について以下

の取組を推進する。

・昼休み時間帯における年金相談の実施

・毎週月曜日における年金相談の受付時

間の延長

・毎月第２土曜日における年金相談の実施

③年金事務所窓口での待ち時間につい

て、通常期で３０分、混雑期においても１時

間を超えないよう以下の対策を引き続き講

じる。

ア 窓口の一般的混雑予測や各年金事務

所の前年同月の混雑状況をホームページ

等で提供する。

イ 年金事務所において、混雑時の待ち時

間の目安の情報提供を行う。

ウ 手続きの十分なご案内を行うこと（記入

例の周知、必要書類の明確化）により、年

金事務所へ来訪頂く回数を減らす。

エ 相談内容に応じたブースを設置（難しい

事例、簡単な届出）することにより、相談の

効率化を図る。

オ 昼休み等の全所的対応体制を構築す

ることにより、お客様の滞留が極力生じな

いようにする。

カ 年金事務所の状況に応じ、予約制の活
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③コールセンターでの相談

コールセンター（ねんきんダイヤル）につい

ては、コールセンターの業務の効率化を進

めつつ、基盤強化等を図ることにより、引き

続き応答率７０％以上を維持することを目

指す。

等の協力を得て、効果的な業務実施を図

る。また、市区町村等関係団体の協力の

下年金相談センターの周知広報などの利

用促進に取り組む。

③コールセンターでの相談

ア 「ねんきんダイヤル」の応答率の向上

を図るため、混雑予測、混雑時における

混雑していない日への架電案内ガイダン

ス、各種通知書の改善、発送の分散化、

ホームページへのＱ＆Ａの掲載等により

入電数の減少を図る。

イ お客様満足度調査を実施し、応答品

質の向上を図る。

用を行う。

キ 特に待ち時間の長い年金事務所につ

いて、ブースの増や相談要員の確保等の

個別対策を講じる。

④「相談窓口の待ち時間等情報表示サー

ビス」（窓口の混雑状況(事務所別、曜日時

間帯別の平均待ち時間)をホームページ等

でリアルタイムにお客様等へ情報提供する

サービス）について、相談窓口が混雑して

いる年金事務所が多い地域への導入拡大

を図る。

⑤「ねんきんダイヤル」の応答率の向上を

図るため、混雑予測、混雑時における混雑

していない日への架電案内ガイダンス、各

種通知書の改善、発送の分散化、ホーム

ページへの Q&A の掲載等により入電数の

減少を図る。

また、お客様満足度調査、コールセンター

支援システムの改善（相談事跡の入力処

理の簡略化など）、混雑期の臨時ブースの

増設等の運営改善に努め、既存コールセ

ンターを最大限有効活用する。

⑥相談業務の質的向上と効率化を図るた

め、過去の相談履歴の索引が可能な「年金

相談事跡管理システム」の活用や「来訪相

談窓口管理運営マニュアル」に基づく窓口

仕分け（老齢、障害、遺族、諸変更等）を徹
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ウ 社会保険労務士会や市町村等と連携・

協力し、市町村の庁舎等を活用した年金

相談の効果的な実施を図る。）

イ 年金相談センターの運営を全国社会保

険労務士会連合会に外部委託し、効果的

な業務実施を図る。

（ねんきんダイヤル応答率については、中

底する。

⑦年金事務所の業務改善、効率化対策の

先進事例について引き続き全国展開を図

る。

⑧年金記録問題対応の進捗に伴い、各都

道府県の社会保険労務士会に委託してい

る「年金記録相談窓口ブース」委託を「一般

年金相談窓口ブース」への委託に段階的

に転換する。

また、年金事務所が実施する出張相談業

務についても、段階的に各都道府県社会

保険労務士会への委託の拡大を図る。

⑨常設の出張相談所を設置・活用し、混雑

が著しい都市部での相談や遠隔地出張相

談の充実を図る。

⑪年金事務所の配置や地域ニーズを考慮

して、市区町村の庁舎、郵便局、農協等を

活用し、社会保険労務士会等と連携・協力

した相談事業を実施する。

⑩年金相談センター（街角の年金相談セン

ター、常設型出張相談所）の運営を全国社

会保険労務士会連合会に委託する等、社

会保険労務士等の協力を得て、効果的な

業務実施を図る。また、年金相談センター

（街角の年金相談センター、常設型出張相
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期目標期間中、毎年度の応答率が前年度

の応答率と同等以上の水準を確保するこ

ととし、最終年度においては、当該応答率

を 70％以上とすることを目指す）

エ 端末装置の設置市町村数の拡大を図

るなど、市町村との連携強化に取り組む。

オ 年金委員をはじめとする市民との連携

協力を行い、相談体制の拡充を図る。

談所）を管轄する年金事務所と運営する社

会保険労務士会が定例会議等を通じて連

携をとり、市区町村等関係団体の協力のも

と年金相談センターの周知広報などの利用

促進に向けた取組を実施する。

⑫ねんきんネットの協力市区町村数の拡

大を図るなど、市区町村との連携強化に取

り組む。

⑬年金相談担当者のブロック本部内及び

事務所内研修の実施並びに現場でのＯＪＴ

の展開、年金相談マニュアルの充実、研修

講師養成研修の実施、窓口装置の操作研

修の充実を図り、研修講師、相談員のレベ

ルの統一化・向上を図るとともに、円滑か

つ効率的に対応できる相談体制を整備す

る。

（２）分かりやすい情報提供の推進

公的年金事業に関するお客様の皆様の理

解と信頼を確保するため、分かりやすく効

果的な情報提供を行う。

ア 公的年金制度の内容やメリット、各種手

続きについて、正しく分かりやすい情報提

供を実施する。

イ 分かりやすく利用しやすいホームペー

ジを作成・提供する。

（２）分かりやすい情報提供の推進

公的年金事業に関するお客様の理解と信

頼を確保するため、分かりやすく効果的な

情報提供を行うため、以下の取組を行う。

①ホームページの活用

ホームページによる情報提供をさらに充実

させ、お客様に分かりやすく利用しやすい

ホームページを目指す。

（２）分かりやすい情報提供の推進

公的年金事業に関するお客様の理解と

信頼を確保するため、分かりやすく効果

的な情報提供を行う。

①ホームページの活用

お客様が分かりやすく利用しやすいホー

ムページとするため、次のような改善・充

実に取り組む。

・年金Ｑ＆Ａコーナーに設けたアンケート

回答やホームページアクセス件数の分析

（２）分かりやすい情報提供の推進

①社会保険事業の効果的な周知活動

ア 目的や対象に応じて適切な媒体を選

定することにより、より効果的な周知活動

の実施を図る。

イ 次のような施策目的に沿った分かりや

すい周知活動を充実する。

・制度改正に伴う施行事務の円滑な実施の

ための改正内容の周知活動

・国民年金の保険料について、口座振替割

引制度、保険料免除制度、学生納付特例
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ウ 被保険者に対して、保険料納付実績や

年金見込額等をお知らせする「ねんきん定

期便」を実施する。

エ インターネットや他の個人あて文書交

付の機会を活用して、年金個人情報の提

供の充実を図る。

②「ねんきんネット」サービスの提供

年金加入情報の提供や年金見込額試算を

可能とする「ねんきんネット」を活用したサ

ービスの提供を進め、「ねんきんネット」の

利用の促進を図る。

③ねんきん定期便による情報提供

加入者に対して、保険料納付実績や年金

額見込みをお知らせする「ねんきん定期

便」を送付する。

また、加入者の利便性や意向に配慮しつ

つ、「ねんきんネット」への移行を検討する。

④年金関係の各種情報提供

年金額改定通知（振込通知）書やねんきん

定期便等の個人向け文書送付の機会を活

等により、お客様の意見やニーズを把握

し、お客様が目的の情報に容易にアクセ

スでき、かつ、理解しやすいものとなるよ

う、常に画面構成や内容を工夫する。

・特に年金Ｑ＆Ａについては、引き続き、

改善・充実に努める。

②「ねんきんネット」サービスの提供

年金見込額試算については、現在よりも

簡易に試算が可能となるよう機能を改善

するほか、使いやすく見やすいものとする

よう、画面の遷移や表示内容を工夫し、

利用の促進を図る。また、同様にスマート

フォンからも「ねんきんネット」の年金見込

額試算が可能となるよう機能を追加す

る。

③ねんきん定期便による情報提供

ねんきん定期便について、年金加入期

間、標準報酬月額・標準賞与額、保険料

納付状況、年金見込額等、確認していた

だきたいポイントを分かりやすく表示し、

はがきでお送りする。なお、節目年齢（３５

歳、４５歳、５９歳）の方には、封書形式で

全加入期間の標準報酬月額・標準賞与

額、保険料納付状況等を通知する。

④年金関係の各種情報提供

年金額改定通知（振込通知）書やねんき

ん定期便等の個人向け文書送付の機会

制度、若年者納付猶予制度、電子納付や

コンビニ収納等についての周知活動。

・健康保険、厚生年金等の適用の適正化

及び適正な保険料収入の確保並びに保険

給付の適正化のため、被保険者資格等の

適正な届出、保険料の納期内納入等につ

いて、事務講習会等を活用した事業主に対

する周知活動。

・合算対象期間（カラ期間）、任意加入制度

など年金受給資格についての周知活動。

ウ 公的年金制度に対する理解をより深

めるため、下記に示す地域年金展開事業

を推進する。

・地域の高校、大学や企業等を対象とした

年金啓発セミナーを実施

・上記活動を推進させるため「知っておきた

い年金のはなし」など年金啓発資料を作

成、配布

・地域の関連団体（社会保険労務士会、教

育関係機関等）や自治体と連携した地域年

金調整会議の実施

・年金委員、社会保険労務士等の協力・連

携による周知・理解の推進

・年金委員に対する研修を充実させるとと

もに積極的に情報を提供

・お客様から直接機構のサービス改善につ

いてのご意見・ご要望を聞く年金事務所お

客様サービスモニター会議の実施
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用して、年金関係の各種情報提供を行う。 を活用し、お客様に応じた、また、時節を

捉えた必要な年金関係の各種情報を提

供できるよう、限られた紙面の中で検討

を行う。

エ 公的年金制度の内容やメリット、各種

手続きについて、正しく分かりやすい情報

提供を実施する。特に１１月の「ねんきん月

間」において、年金出張相談や大学生等に

対する学生納付特例手続の周知活動を集

中的に行う。また、大学等構内における相

談会の開催、卒業生への周知について大

学等への協力依頼を行うなど、学生納付特

例・若年者納付猶予制度の周知を行う。

オ 分かりやすく利用しやすいホームペー

ジとするため、次のような改善に取り組む。

・年金Ｑ＆Ａコーナーに設けたアンケート回

答やホームページアクセス件数の分析等

により、お客様の意見やニーズを把握し、

お客様が目的の情報に容易にアクセスで

き、かつ、理解しやすいものとなるよう、常

に画面構成や内容を工夫する。

・特に年金Ｑ＆Ａについては、引き続き、改

善・充実に努める。

②年金個人情報の提供の充実

ア「ねんきん定期便」について、確認してい

ただきたいポイントをわかりやすく表示し、

はがきでお送りする。なお、節目年齢（３５

歳、４５歳、５８歳）のうち、５８歳が５９歳に

変更されたことに伴い、平成２５年度におい

ては、３５歳、４５歳の方については、従来

どおり封書形式で全加入期間の保険料納
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付状況等を通知する（５９歳の方について

は、前年度に封書形式で全加入期間の保

険料納付状況等を通知しているため、平成

２５年度は、はがきで通知する）。

イ 自宅や市区町村、郵便局等における

年金記録の確認

・「ねんきんネット」にアクセスすることによ

り、自宅にいながら振込通知書や「ねんき

ん定期便」等の電子版が確認できるサービ

スの提供を行う。

・インターネットによる年金見込額試算照会

の受付を機構ホームページで行い、試算結

果等を郵送により提供する。

・市区町村や郵便局の協力を得て、「ねん

きんネット」を通じた年金情報の提供をする

等、前記Ⅰ（８）に記載のとおりサービス向

上を図るとともに、お客様からの申出に応

じコールセンターから「ねんきんネット」で提

供している年金記録を送付する。

ウ 「ねんきん定期便」が未送達となった方

のうち、新たに住所変更が確認された場

合、再送付を行う。

（３）公的年金制度に対する理解の促進

年金制度に対する理解をより深め、制度加

入や保険料納付に結びつけるため、様々

な機会を捉え、地域、企業、教育の場等に

おいて、制度の周知、情報提供活動を展開

する「地域年金展開事業」を推進する。ま

（３）公的年金制度に対する理解の促進

年金制度に対する理解をより深め、制度

加入や保険料納付に結びつけるため、

様々な機会を捉え、地域、企業、教育の

場等において、制度の周知、情報提供活

動を展開する「地域年金展開事業」を推
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た、広報については、政府広報の積極的な

活用を図るとともに、公的年金制度に対す

る理解を促進するための活動を充実する。

①地域活動の展開

地域、企業、教育の場等において、地域に

根ざした活動を推進し、公的年金制度の内

容やメリット、各種手続きについて、正しく

分かりやすい情報提供を行う。

②年金委員の活用

地域型、職域型の年金委員を活用し、お客

様へ年金制度に関する情報提供を行う。

③関係団体との連携

社会保険労務士会、教育関連団体、市区

町村等と連携し、年金制度に関する情報提

供を行う。

進する。また、広報については、政府広

報の積極的な活用を図るとともに、公的

年金制度に対する理解を促進する地域

に根ざした活動を充実する。

①地域活動の展開

地域、企業、教育の場等において、地域

に根ざした活動を推進し、公的年金制度

の内容やメリット、各種手続きについて、

正しく分かりやすい情報提供を行う。

②年金委員の活用

地域型、職域型の年金委員を活用し、お

客様へ年金制度に関する情報提供を行

う。

③関係団体との連携

社会保険労務士会、年金受給者協会、

教育関連団体、市区町村等と連携を密に

し、年金啓発、周知に関して意見交換を

行うとともに、地域年金展開事業を促進

するため、必要に応じ「地域年金事業運

営調整会議」を適宜開催する。

５．お客様の声を反映させる取組に関する

事項

公的年金事業及び日本年金機構に対する

お客様の信頼を確保するため、お客様の

声を的確に把握・分析し、それを業務運営

に適切に反映する仕組みを整備し、PDCA

サイクルの中で具体的なサービス改善の

７．お客様サービスの向上

公的年金事業及び機構に対するお客様か

らの信頼を確保するため、お客様の声（苦

情を含む）を的確に把握・分析し、業務運

営に反映させ、お客様サービスの向上を図

るよう、以下の取組を行う。

７．お客様サービスの向上 ５．お客様の声を反映させる取組に関する

事項
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取組を進める。特に、お客様の声に直に接

する年金事務所等の職員の意見をサービ

ス改善に反映させるよう取り組む。

ア お客様に対するサービスを向上させる

ための具体的な目標を定めた「お客様へ

のお約束10か条」を策定し、その実現に努

める。

（オ 「お客様へのお約束 10 か条」の達成

状況や、お客様から寄せられた声とその業

務への反映状況等について、毎事業年

度、年次報告書（アニュアルレポート）を作

成し、分かりやすく情報提供を行う。）

イ 年金事務所におけるお客様モニター会

議の開催等、現場主導のサービス改善の

仕組みを導入する。お客様モニター会議に

ついては、22 年度から数か所の年金事務

所においてモデル的に実施し、モデル実施

の結果を踏まえ、実施事務所数の拡大を

検討する。また、各年金事務所に「ご意見

箱」を設置し、お客様の声の収集に努め

る。職員からのサービス改善・業務改善の

①「お客様へのお約束１０か条」の実現

お客様へのサービスの具体的目標を定め

た「お客様へのお約束１０か条」の実現に

努める。また、その達成状況等について

は、毎事業年度、年次報告書（アニュアル

レポート）において、分かりやすい情報提供

を行う。

②ＣＳ（お客様満足）推進の取組

「サービス推進の手引き」を基本とした研

修体系を確立し、全職員に対してＣＳの意

識を醸成させる。

③お客様の声の収集

・各年金事務所に「ご意見箱」を設置し、お

客様の声の収集に努める。

・ホームページ上に「日本年金機構へのご

意見、ご要望」のコーナーを設け、お客様

の声の収集に努める。

・ブロック毎に、複数か所の年金事務所に

おいて「年金事務所お客様サービスモニタ

ー会議」を開催し、年金事務所をご利用い

①お客様へのお約束

お客様に対するサービスを向上させるた

めの具体的な目標として策定した「お客

様へのお約束１０か条」の実現に努める。

また、その達成状況等については、年次

報告書（アニュアルレポート）において、

分かりやすく情報提供する。

②ＣＳ（お客様満足）推進の取組

「サービス推進の手引き」を基本とした研

修体系を確立し、全職員に対してＣＳの

意識を醸成させる。

③お客様の声の収集

・各年金事務所に「ご意見箱」を設置し、

お客様の声の収集に努める。

・ホームページ上に「日本年金機構への

ご意見、ご要望」のコーナーを設け、お客

様の声の収集に努める。

・ブロック毎に、複数か所の年金事務所

において「年金事務所お客様サービスモ

ニター会議」を通じて、年金事務所をご利

①お客様へのお約束

お客様に対するサービスを向上させるため

の具体的な目標として策定した「お客様へ

のお約束１０か条」の実現に努める。

⑥分かりやすい情報提供

「お客様へのお約束１０か条」の達成状況

や、お客様から寄せられた声とその業務へ

の反映状況等について、年次報告書（アニ

ュアルレポート）において、分かりやすく情

報提供する。

②お客様向け文書の改善

お客様向けに作成・発送する文書につい

て、より分かりやすいものとする観点から、

お客様向け文書モニター会議や文書デザ

イナー等からご意見を伺うなど、お客様向

け文書の改善に努める。

なお、これらご意見を集約化、普遍化した

「お客様向け文書ガイドライン」等を活用し

て関係職員の研修を行い、文書作成段階
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ための提案制度を設け、効果的かつ効率

的な運用につなげる。

（エ お客様満足度を測るためのアンケート

や「お客様へのお約束 10 か条」の取組状

況等を客観的に評価するための覆面調査

を実施し、お客様に対するサービス向上を

図る。）

ただいているお客様から直接ご意見等をお

聴きし、お客様の声の収集に努める。

・年金事務所等の現場で受け付けたお客

様の声については、現場からブロック本部

及び本部へ報告するとともに、「お客様対

応業務システム」を活用し、これらのお客様

の声に対する対応管理や集積・分析を行

い、その内容を検討し、サービス改善につ

なげる。

④各種調査の実施

お客様のサービスに対する評価や満足度

を把握するため、「お客様満足度アンケート

調査」等を実施し、サービス向上の取組に

活用する。

用いただいているお客様から直接ご意見

等をお聴きし、お客様の声の収集に努め

る。

・現場で受け付けたお客様の声(苦情を

含む)について、現場からブロック本部及

び本部に報告する仕組みを徹底し、本部

で情報を集約する。本部で集約したお客

様の声のうち、制度改正に関するものは

厚生労働省に情報提供するとともに、サ

ービス改善・業務改善に関するものは、

必要に応じ改善につなげる。

また、年金事務所等に関する「お客様の

声に基づく対応事例」については、引き続

き定期的（四半期毎）にホームページに

掲載する。

平成２５年９月に導入した「お客様対応業

務システム」を活用し、お客様の声等の

管理・分析を向上させる。また、現場での

利便性を高めるために二次開発に向け

た改善、検討を行う。

④各種調査の実施

お客様のサービスに対する評価や満足

度を把握するため、「お客様満足度アン

ケート調査」等を実施し、その結果をサー

ビス向上の取組に活用する。

からわかりやすい文書づくりに努める。

③現場主導のサービス改善

ア 年金事務所におけるお客様サービスモ

ニター会議の実施をはじめ、お客様の声を

直にお聞きする取組を行うとともに、各年

金事務所に設置した「ご意見箱」などにより

お客様の声の収集を行い、これらの声を踏

まえたお客様目線のサービス向上に努め

る。

イ 各年金事務所やブロック本部に設置し

ているサービスリーダーの活動を通して、

全国の年金事務所等におけるサービスの

均一化に努めるとともに、サービス改善を

図る。

ウ 各年金事務所長等から、サービスや業

務改善の取組について募集を行い、機構

内で評価・表彰を行う「サービス・業務改善

コンテスト」を開催し、効果的な取組につい

て全国展開を推進する。

エ 職員提案制度に基づく改善や身近な業

務改善の取組を推進する。

⑤窓口サービスの改善

ア 全国の年金事務所等の窓口サービス

について「お客様満足度アンケート」や「お

客様へのお約束１０か条」の取組状況等を

客観的に評価するための覆面調査を実施

し、その結果を機構ホームページに公表す
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ウ 現場で受け付けたお客様の声（苦情含

む）については、現場から本部に直接報告

する仕組みを導入するとともに、その内容

を蓄積、対応を管理し、分析を行うための

データベースを構築する。データベースの

構築に向けては、22 年度中に導入に向け

た必要な調査・検討を行い、23 年度中の

導入・稼働を目指す。

カ 機構の理事長の諮問機関として「運営

評議会」を設置する。機構の理事会は、意

思決定にあたり、運営評議会の意見を積

極的に聴き、これらを適切に反映すること

により、お客様本位の業務運営の実現を

⑤分かりやすいお客様向け文書の作成

機構本部に設置した「文書審査チーム」

や、一般の方及び文書デザイナーにご参

画いただく「お客様向け文書モニター会議」

において、できる限り分かりやすい文書と

なるよう、お客様向け文書の作成・改善に

努める。

⑥運営評議会における意見の反映

機構の理事長の諮問機関として設置してい

る有識者、関係者からなる運営評議会の

意見を積極的に聴き、これらを適切に反映

することにより、お客様本位の業務運営の

⑤分かりやすいお客様向け文書の作成

本部に設置した一般の方及び文書デザ

イナーが参画した「お客様向け文書モニ

ター会議」等を活用して、できる限り分か

りやすい文書となるよう、お客様向け文書

の作成・改善に努める。

⑥開かれた組織運営

機構の事業内容や業務の実施方法等に

ついて、保険料拠出者やお客様の意見を

反映させ、その改善を図るため、理事長

の諮問機関として運営評議会を開催する

る。

イ 接遇を含めたお客様満足度（ＣＳ）の向

上とその実践のため、新たに改定した「日

本年金機構マナースタンダード」及び「サー

ビス推進の手引き」をもとに、職員に対する

ＣＳ研修を体系化しＣＳ活動の推進に努め

る。

④お客様の声の集約

現場で受け付けたお客様の声(苦情を含

む)について、現場から本部に直接報告す

る仕組みを徹底し、本部で情報を集約する

とともに、本部で集約したお客様の声のう

ち、制度改正に関するものは厚生労働省に

情報提供するとともに、サービス改善・業務

改善に関するものは、必要に応じ改善につ

なげる。

また、年金事務所等に関する「お客様の声

に基づく対応事例」については、引き続き

毎月ホームページに掲載する。

さらに、平成２５年９月に導入する「お客様

対応管理システム」を活用し、お客様の声

等の管理・分析を向上させる。

⑦開かれた組織運営

機構の事業内容や業務の実施方法等につ

いて、保険料拠出者やお客様の意見を反

映させ、その改善を図るため、理事長の諮

問機関として運営評議会を開催するととも
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目指す。 実現を目指す。 とともに、運営評議会の意見を積極的に

業務運営に反映する。

に、運営評議会の意見を積極的に業務運

営に反映する。

６．電子申請の推進に関する事項

業務効率化、業務品質の向上及び利便性

の向上を図る観点から、「オンライン利用

拡大行動計画」(平成20年 9月 12日Ｉ Ｔ戦

略本部決定)等に基づき、主として、事業主

等が反復的又は継続的に利用する社会保

険関係の主要手続について、平成２３年度

末においてオンライン利用率６５％を目指

し、電子申請の利用を促進するための取

組を推進する。

８．ＩＣＴ化の推進

お客様の利便性の向上と事務の効率化を

図るため、ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した

以下の取組を行う。

（１）電子（媒体）申請の推進

・政府が策定するオンライン利用に関する

計画等に基づき、利用頻度が高いもの及

び主として事業主等が反復的又は継続的

に利用する手続きについて、電子（媒体）申

請の利用を促進するための取組を進めると

ともに、電子(媒体)申請に関する業務プロ

セスの改善を進める。

・また、市区町村が報告する国民年金適用

関係届書の電子媒体化を更に促進する。

（２）ねんきんネットを活用したお客様の利

便の向上・業務の効率化の取組

「ねんきんネット」等のＩＣＴを活用した届書

作成支援の強化を図るとともに、年金記録

等の情報提供を推進する。

８．ＩＣＴ化の推進

お客様の利便性の向上と事務の効率化

を図るため、ＩＣＴ（情報通信技術）を活用

した以下の取組を推進する。

（１）電子（媒体）申請の推進

政府が策定するオンライン利用に関する

計画等に基づき、利用頻度が高いもの及

び主として事業主等が反復的又は継続

的に利用する手続きについて、電子（媒

体）申請の利用を促進するため、電子（媒

体）申請の対象届書の拡大や広報・普及

啓発を行うとともに、電子（媒体）申請に

関する業務プロセスの改善を進め事務処

理の効率化を図る。

また、国民年金関係届書の電子媒体化

について、未実施市区町村への協力依

頼を進め、電子媒体を利用して報告する

市区町村の拡大を図る。

（２）ねんきんネットを活用したお客様の利

便の向上・業務の効率化の取組

・「ねんきんネット」における、年金請求書

などの届書の作成支援について、郵便番

号からの住所検索など、利用者入力を省

略可能とする機能の追加や、入力情報間

の複雑な相関チェックの追加など、機能

を充実させる。

６．電子申請等の推進に関する事項

業務効率化、業務品質の向上及び利便性

の向上を図る観点から、「新たなオンライン

利用に関する計画」（平成２３年８月ＩＴ戦略

本部決定）等に基づき、主として、事業主等

が反復的又は継続的に利用する社会保険

関係の主要手続について、電子申請等の

利用を促進するため、電子媒体申請の対

象届書の拡大や広報・普及啓発を行うとと

もに、事務処理の効率化を図る。

また、国民年金関係届書等の電子媒体化

について、未実施市区町村への協力依頼

を進め、電子媒体を利用して報告する市区

町村の拡大を図る。
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（３）社会保障・税番号制度の活用

社会保障・税番号制度の施行に当たり、情

報提供ネットワークの活用により届書・添

付書類の軽減を図るとともに、マイポータ

ルによる情報の提供等に積極的に対応す

る。

・パソコンをお持ちでない方向けに、市区

町村でも「ねんきんネット」による年金記

録の交付業務を行っており、「ねんきんネ

ット」導入市区町村数の拡大を推進する。

（３）社会保障・税番号制度の活用

社会保障・税番号制度の導入に伴い、情

報提供ネットワークを活用した所得情報、

住民票情報などの取得による添付書類

の省略や、マイポータルとねんきんネット

の連携による年金に関する情報の提供を

実施するための検討を行う。

９．年金制度改正等への対応

（１）年金制度改正への対応

「公的年金制度の財政基盤及び最低保障

機能の強化等のための国民年金法等の一

部を改正する法律（年金機能強化法）」、

「被用者年金制度の一元化等を図るため

の厚生年金保険法等の一部を改正する法

律（被用者年金一元化法）及び「公的年金

制度の健全性及び信頼性の確保のための

厚生年金保険法等の一部を改正する法律

（健全化法）」等の円滑かつ着実な施行、実

施を図るため、以下の取組を行う。

①機構のオペレーションの確立

・新しい制度・事務に十分対応できるよう事

務の流れ、体制の構築、関係職員の知識

蓄積等オペレーションの確立を行う。

・新しい制度・事務に十分対応できるよう効

９．年金制度改正等への対応

（１）年金制度改正への対応

年金機能強化法の平成２６年４月に施行

される事項について、円滑かつ着実に実

施する。

また、平成２７年度以降に施行が予定さ

れている年金機能強化法の事項、「被用

者年金制度の一元化等を図るための厚

生年金保険法等の一部を改正する法律

（被用者年金一元化法）」等について、以

下の対応を行う。

①機構のオペレーションの確立

年金制度改正に対応するため、関係機

関等と所要の調整を行い、新しい事務処

理を検討するとともに、効率的かつ正確

なシステムを構築する。



39

率的かつ正確なシステムを構築する。

②制度改正の周知

厚生労働省と連携し、制度改正の趣旨、内

容、手続き等についてお客様への周知を図

る。

③必要な人員の確保

制度改正を円滑かつ着実に実施するため

に必要な人員を確保する。

（２）社会保障・税番号制度への対応

社会保障・税番号制度実施のためのシス

テム開発や個人番号の初期収録などの準

備を進めるとともに、各種様式・マニュアル

の改定整備、職員への研修、事業主、市区

町村、社会保険労務士等の関係者への周

知等の施行準備作業を行う。

また、平成２８年１月の制度導入後におい

ても、個人番号と基礎年金番号を確実に結

び付け、個人番号を用いた事務処理の円

滑な実施に向けた取組を行う。

②制度改正の周知

厚生労働省と連携し、制度改正の趣旨、

内容、手続き等についてお客様への周知

を図るため、周知手法、対象等の広報計

画を策定する。

③必要な人員の確保

年金機能強化法及び健全化法の施行に

伴う業務の増加に対応するため、年金事

務所、事務センター及び本部における事

務処理等を円滑かつ着実に実施するた

めの体制を整備する。

（２）社会保障・税番号制度への対応

社会保障・税番号制度に関し、平成２８年

１月及び平成２９年１月の２段階での実施

に向けたシステム開発や事務処理方法

の検討を行う。

また、制度導入時に住民票コードを基

に個人番号と基礎年金番号を円滑に紐

付けることができるよう、被保険者に対す

る住民票コードの申出勧奨など、住民票

コードの収録率向上のための取組を実施

する。

Ⅲ 業務運営の効率化に関する事項

１．効率的な業務運営体制に関する事項

Ⅱ 業務運営の効率化に関する事項

１．効率的な業務運営体制

Ⅱ 業務運営の効率化に関する事項

１．効率的な業務運営体制

Ⅲ 業務運営の効率化に関する事項

1．効率的な業務運営体制に関する事項
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ア 業務について、お客様と直接接する年

金事務所等一線の職員の声を収集するこ

とや外部コンサルティングの活用などによ

り、常にその手順を点検し、合理化及び効

率化を図るとともに、標準化を進める。

①業務の合理化・効率化・標準化

常に業務手順の点検等を行い、業務の合

理化・効率化を図るとともに、標準化を進め

る。

また、社会保険オンラインシステム刷新に

併せ、届書の画像化・データ化による電子

決裁及び経過管理を実施する。

更に、年金事務所及び事務センターで対応

している事業所等からの電話照会対応業

務について、外部委託化を検討する。

②業務改善の推進

お客様や年金事務所等第一線の職員から

の業務改善要望や提案、現場における創

意工夫などの収集を行い、これらを踏ま

①業務の合理化・効率化・標準化

ア 常に業務手順の点検等を行い、業務

の合理化・効率化を図るとともに、業務の

標準化を進める。標準化に当たっては、

マニュアル（業務処理要領）の充実・精緻

化、その周知の徹底及び組織的な点検

強化等によって、事務処理誤りの未然・

再発防止を図ることに留意する。

イ また、社会保険オンラインシステム刷

新を見据え、届書の画像化・データ化に

よる電子決裁及び経過管理を実施するた

めのシステム構築に係る検討を進める。

ウ 年金事務所及び事務センターで対応

している事業所、被保険者及び市区町村

等からの電話照会対応業務について、現

状の調査・分析を行い、外部委託化の検

討を行う。

エ 事務処理のＩＣＴ化（情報通信技術）を

進めるため、ホームページや「ねんきんネ

ット」を活用して、事業主や被保険者等が

届書を作成するための支援システムの構

築に向けた取組を進める。

②業務改善の推進

ア お客様や年金事務所等第一線の職

員からの業務改善要望や提案、現場に

おける創意工夫などの収集を行い、これ

①業務の合理化・効率化を図るとともに、

業務の標準化を進める。標準化に当たって

は、マニュアル（業務処理要領）の充実・精

緻化、その周知の徹底及び組織的な点検

強化等によって、事務処理誤りの未然・再

発防止を図ることに留意する。

また、過去の裁判事例も含め、事務処理誤

りについての情報共有を図るとともに、そ

の要因分析を十分行い、事務処理マニュア

ルの充実や職員への周知徹底等を図る。

②業務の効率化・改善について、業務改善

工程表及びシステム再構築工程表に基づ

く各種取組を適切に進捗管理し、着実に実

施する。
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イ 各種届書の入力・審査・決定事務及び

通知書等の印刷・ 交付事務については、

社会保険オンラインシステム刷新後の都

道府県域を越えた広域単位の集約化の実

現に向け、当面、都道府県単位に設置す

る事務センターへの完全集約化を実現す

る。

ウ 業務運営の実施状況を踏まえて、本部

及びブロック本部のあり方について検討す

る。年金事務所については、お客様の利便

性等を踏まえた再配置計画の策定を検討

する。

え、システムを含む業務改善に取り組む。

③事務センターにおける業務の標準化・効

率化

都道府県事務センターにおいて集約実施し

ている各種届書の入力・審査・決定事務及

び通知書等の印刷・ 交付事務について

は、年金事務所との役割分担を踏まえつ

つ、事務処理の標準化と効率化を進める。

また、都道府県域を超えた広域単位の集

約化の実現に向け、事務処理の効率性、

迅速性の観点から、事務処理体制の整備

等を進める。

④本部・ブロック本部の連携強化

本部及びブロック本部の連携を強化すると

ともに、効率的かつ効果的な役割分担に基

づく年金事務所、事務センターへの指導・

支援体制の確立を図る。

⑤年金事務所の適正配置

年金事務所については、お客様の利便性

らを踏まえ、システムを含む業務改善に

取り組む。

イ 業務の効率化・改善について、業務

改善工程表及びシステム再構築工程表

に基づく各種取組を適切に進捗管理し、

着実に実施する。

また、受付進捗管理システムの機能改善

を進め、受付業務等の効率化を図る。

③事務センターにおける業務の標準化・

効率化

ア 都道府県事務センターにおいて集約

実施している業務処理について、業務の

正確性の向上や効率化の推進を図るとと

もに、年金事務所との役割分担を踏まえ

つつ、標準化と効率化を進める。

イ 都道府県事務センターの広域集約化

を計画的に実施していくため、順次、対象

となる拠点の事務処理の標準化及び事

務処理体制の整備等を進める。

④本部・ブロック本部の連携強化

本部とブロック本部の役割分担及び年金

事務所、事務センターへの指導・支援体

制のあり方を検討する。

⑤年金事務所の適正配置

年金事務所については、地域等のニーズ

を踏まえつつ、全体予算の状況も考慮の

また、受付進捗管理システムの機能改善を

進め、受付業務等の効率化を図る。

③事務処理の ICT 化（情報通信技術）を進

めるため、ホームページや「ねんきんネッ

ト」を活用して、事業主や被保険者等が届

書を作成するための支援システムの構築

に向けた取組を進める。

④都道府県単位の事務センターに集約さ

れている業務処理について、業務の正確

性の向上や効率化の推進を図るとともに、

年金事務所との役割分担を整理しつつ、標

準化を進める。

⑤郵便返送物についての管理を進めること

等により、郵便物送付業務の効率化を図る

とともに、未達郵便物の対応等について検

討を進める。
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等を踏まえた適正配置の観点から、必要に

応じ、再配置の実施を検討する。

上、効率的かつ効果的な再配置の実施

を検討する。

２．運営経費の抑制等に関する事項

機構の人員体制について、基本計画に基

づき、合理化・効率化を進める。ただし、国

家プロジェクトの期間中、年金記録問題の

解決に必要な人員については、別途確保

する。

人件費について、国家公務員の給与水準

の動向や社会一般の情勢も踏まえ、効率

化を進める。

一般管理費及び業務経費について業務の

効率化を進め、 中期目標期間の最後の

事業年度において、一般管理費（人件費を

除く。）については平成22年度比で12％程

度、業務経費（年金記録問題対策経費、年

金相談等事業経費及び特殊要因により増

減する経費を除く。）については平成 22 年

度比で 4％程度に相当する額の削減を目

指す。

２．運営経費の抑制等

①人員体制及び人件費

・機構の人員体制について、基本計画に基

づき、合理化・効率化を進める。その際、併

せて、社会保障・税一体改革の一環として

実施される年金制度改正の施行事務及び

年金保険料の徴収体制強化等のための特

別対策等のうち、基本計画策定時には想

定されていなかった新たな業務への的確な

対応は、信頼回復を図る上で至上命題で

あり、不断の合理化・効率化を図りつつ、円

滑な業務遂行のための実施体制を確保す

る。

・人件費について、国家公務員の給与水準

の動向や社会一般の情勢も踏まえ、効率

化を進める。

②一般管理費及び業務経費

一般管理費及び業務経費について業務の

効率化を進め、 中期目標期間の最後の事

業年度において、一般管理費（人件費、介

護保険料徴収等に係る義務的な経費及び

特殊要因により増減する経費を除く。）につ

いては平成２５年度比で１５％程度、業務

経費（年金記録問題対策経費、年金受給

者に送付する源泉徴収票送付等に係る義

務的な経費及び特殊要因により増減する

経費を除く。）については平成２５年度比で

２．運営経費の抑制等

①人員体制及び人件費

機構の人件費について、社会保障・税一

体改革の一環として実施される年金制度

改正の施行事務、厚生年金基金制度改

正による特例解散に伴う徴収業務及び年

金保険料の徴収体制強化等のための特

別対策など、基本計画策定時には想定さ

れていなかった新たな状況への的確な対

応及び年金記録問題対応に必要な人員

に係る経費を確保しつつ、国家公務員の

給与水準の動向や社会一般の情勢も踏

まえ、不断の合理化・効率化を進める。

②一般管理費及び業務経費

一般管理費（人件費を除く。）及び業務経

費について、執行状況を分析しコストの

可視化を進めるとともに、コスト意識の徹

底に努め、効率的な予算執行を進める。

２．運営経費の抑制等に関する事項

①機構の人件費について、年金記録問題

対応に必要な人員に係る経費を確保しつ

つ、国家公務員の給与水準の動向や社会

一般の情勢も踏まえ、効率化を図る。

②一般管理費（人件費を除く。）及び業務

経費について、執行状況を分析しコストの

可視化を進めるとともに、コスト意識の徹底

に努め、効率的な予算執行を進め、一般管

理費（人件費を除く。）については、平成２２

年度比で１２％程度、業務経費（年金記録

問題対策経費、年金相談等事業経費及び

特殊要因により増減する経費を除く。）につ

いては平成２２年度比で４％程度に相当す

る額の削減を達成する。
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５％程度に相当する額の削減を目指す。

３．外部委託の推進に関する事項

基本計画に基づき、業務の外部委託を進

める。外部委託にあたっては、以下によ

り、委託した業務の品質の維持・向上を図

る。

ア 業務の性格に応じ、総合評価落札方式

や企画競争を活用するとともに、提案依頼

書の作成・提示や標準チェックリストに基づ

く事前審査、会計監査による事後確認等に

より、委託業者の適切な選定を行う。

イ 委託業者とサービス品質に関する合意

を締結するとともに、委託業者からの定期

的な報告や必要に応じた立入検査の実施

等により的確にモニタリングを実施し、委

託業者の業務内容を適正に管理・監視す

る。また必要に応じ、委託業者の変更を行

う。

３．外部委託の推進

基本計画に基づき、業務の外部委託を進

める。外部委託に当たっては、委託した業

務の品質の維持・向上を図るため、以下の

取組を行う。

①委託業者の適切な選定

業務の性格に応じ、総合評価落札方式や

企画競争を活用するとともに、提案依頼書

の作成・提示や標準チェックリストに基づく

事前審査、会計監査による事後確認等に

より、委託業者の適切な選定を行う。

②委託業務の管理・監視

委託業者とサービス品質に関する合意を

締結するとともに、委託業者からの定期的

な報告や必要に応じた立入検査の実施等

により的確にモニタリングを実施し、委託業

者の業務内容を適正に管理・監視する。ま

た必要に応じ、委託業者の変更を行う。

３．外部委託の推進

業務の外部委託を推進するとともに、外

部委託にあたっては、以下により委託し

た業務の品質の維持・向上を図る。

①委託業者の適切な選定

業務の性格に応じ、総合評価落札方式

や企画競争を活用するとともに、提案依

頼書の作成・提示や標準チェックリストに

基づく事前審査を行い、委託業者を適切

に選定する。また、内部監査による事後

チェック等を通じて委託契約の適正化を

図る。

②委託業務の管理・監視

委託業者とサービス品質に関する合意

（ＳＬＡ）を締結するとともに、契約違反等

の不適切な処理の防止の観点も踏まえ、

委託業者からの定期的な報告や必要に

応じた立入検査の実施等により的確にモ

ニタリングを実施し、委託業者の業務内

容を適正に管理・監視する。

また、業務の性格に応じ、業務実績・効

果の向上につながるインセンティブが働く

よう、求めるＳＬＡを上回る委託業者と優

先的に次期契約に向けた交渉を行う「ＳＬ

３．外部委託の推進に関する事項

委託した業務の品質の維持・向上を図りつ

つ、以下により業務の外部委託を進める。

①業務の性格に応じ、総合評価落札方式

や企画競争を活用するとともに、提案依頼

書の作成・提示や標準チェックリストに基づ

く事前審査を行い、委託業者を適切に選定

する。また、内部監査による事後チェック等

を通じて委託契約の適正化を図る。

②委託業者とサービス品質に関する合意

を締結するとともに、契約違反等の不適切

な処理の防止の観点も踏まえ、委託業者

からの定期的な報告や必要に応じた立入

検査の実施等により的確にモニタリングを

実施し、委託業者の業務内容を適正に管

理・監視する。
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ウ 効率化を図ることができる場合には、積

極的に複数年契約を活用する。

③複数年契約の活用

効率化を図ることができる場合には、積極

的に複数年契約を活用する。

Ａを活用した契約更新制度」等を積極的

に活用する。

③複数年契約の活用

効率化を図ることができる場合には、積

極的に複数年契約を活用する。

③効率化を図ることができる場合には、積

極的に複数年契約を活用する。

５．その他業務運営の効率化の取組に関

する事項

以下の取組により、契約の競争性・透明性

の確保及びコスト削減に努める。調達コス

トについて、中期目標期間中、毎事業年

度、調達計画額を定めるとともに、中期目

標期間中の実績において、中期目標期間

中の当該計画額（機構設立時に契約を締

結するものを除く。）の合計額の 10％以上

を削減することを目指す。

ア 契約について、競争入札（総合評価方

式を含む。）によることを徹底し、契約予定

価格が少額のものを除く契約について、競

争入札の件数が占める割合が 80％以上

の水準を確保することを目指す。

４．契約の競争性・透明性の確保等

以下の取組により、契約の競争性・透明性

の確保及びコスト削減に努める。調達コス

トについて、中期目標期間中、毎事業年

度、調達計画額を定めるとともに、中期目

標期間中の実績において、中期目標期間

中の当該計画額の合計額の１０％以上を

削減することを目指す。

①契約の競争性・透明性の確保

契約について、契約の競争性・透明性の確

保を図ることを徹底し、契約予定価格が少

額のもの、複数年継続しての契約を前提と

した更新契約、事務室等の賃貸借、ビルの

指定清掃業者等との契約を除く契約につい

て、競争性のある契約（一般競争入札、総

合評価落札方式による競争入札、企画競

争、公募によるもの。）の件数（不落随契と

なったものを含む。）の占める割合が８０％

以上の水準を確保することを目指す。

４．契約の競争性・透明性の確保等

以下の取組により、契約の競争性・透明

性の確保、コスト削減及び調達手続きの

適正化に努める。

①調達手続きの適正化

調達における事業者との接触及び情報

収集・情報提供に係る適正な取扱いの徹

底に努める。

②契約の競争性・透明性の確保

調達における競争性・透明性の確保を図

るため、価格を重視した競争入札に付す

ことを徹底し、契約予定価格が少額のも

の、複数年継続しての契約を前提とした

更新契約、事務室等の賃貸借、ビルの指

定清掃業者等との契約を除き、競争性の

ある契約（一般競争入札、総合評価落札

方式による競争入札、企画競争、公募に

よるもの。）の件数（不落随契となったも

のを含む。）の占める割合を８０％以上の

水準とすることを目指す。

５．その他業務運営の効率化の取組に関

する事項

以下の取組により、契約の競争性・透明

性の確保、コスト削減及び調達手続きの適

正化に努める。

①調達における事業者との接触及び情報

収集・情報提供に係る適正な取扱いの徹

底に努める。

②調達における競争性・透明性の確保を図

るため、価格を重視した競争入札(総合評

価方式を含む。)に付すことを徹底し、契約

予定価格が少額のものを除き、競争入札

件数の占める割合を８０％以上の水準とす

ることを目指す。
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イ 調達委員会を設置し、事業年度を通じ

た調達の進行管理、一定額以上の調達案

件の事前審査等を行う。

ウ 複数年契約等合理的な契約形態を活

用する。なお複数年契約は、中期目標期

間内において行うことを原則とするが、土

地建物、事務機器等の賃貸借に係る契

約、システム開発及び運用保守に係る契

約、業務委託契約、宿舎管理等の管理保

守業務に係る契約、損害保険契約等にお

いて、合理的と判断されるものについて

は、中期目標期間を超えて行うことができ

ることとする。

②調達委員会による事前審査等

調達委員会を設置し、事業年度を通じた調

達の進行管理、一定額以上の調達案件の

事前審査等を行う。

③複数年契約等合理的な契約形態の活用

複数年契約等合理的な契約形態を活用す

る。なお複数年契約は、中期目標期間内に

おいて行うことを原則とするが、土地建物、

事務機器等の賃貸借に係る契約、システ

ム開発及び運用保守に係る契約、業務委

託契約、宿舎管理等の管理保守業務に係

る契約、損害保険契約等において、合理的

と判断されるものについては、中期目標期

間を超えて行うことができることとする。

③調達委員会による事前審査等

・調達委員会の審査を経た調達計画に基

づき年間の調達計画額を定めるととも

に、当該計画額の１０％以上を削減する

ことを目指す。

・調達委員会等を定期的に開催し、年間

を通じた調達の進行管理や一定額以上

の調達案件の事前審査等を行い、調達

の適正化、透明性の確保及び調達コスト

の削減に努める。

④複数年契約等合理的な契約形態の活

用

複数年契約等合理的な契約形態を活用

し、業務の円滑な遂行と調達コストの削

減に努める。

③調達委員会の審査を経た調達計画に基

づき年間の調達計画額を定めるとともに、

当該計画額の１０％以上を削減することを

目指す。

④調達委員会等を定期的に開催し、年間

を通じた調達の進行管理や一定額以上の

調達案件の事前審査等を行い、調達の適

正化、透明性の確保及び調達コストの削減

に努める。

⑤複数年契約等合理的な契約形態を活用

し、業務の円滑な遂行と調達コストの削減

に努める。

４．社会保険オンラインシステムの見直し

に関する事項

新しい年金制度の検討状況を踏まえつ

つ、「社会保険業務の業務・システム最適

化計画」（平成 18年 3月厚生労働省）の基

本的な理念に沿って、社会保険オンライン

システムの見直しに取り組む。

５．社会保険オンラインシステムの運用・開

発、見直し

社会保険オンラインシステムにおけるＩＴガ

バナンス体制を確立し、現行システムの適

切かつ確実な運用、制度改正や業務改善

に対応した開発及び社会保険オンラインシ

ステムの計画的な見直しのため、以下の取

組を行う。

５．社会保険オンラインシステムの運用・

開発、見直し

社会保険オンラインシステムにおけるＩＴ

ガバナンス体制を確立し、現行システム

の適切かつ確実な運用、制度改正や業

務改善に対応した開発及び社会保険オ

ンラインシステムの計画的な見直しのた

め、以下の取組を行う。

４．社会保険オンラインシステムの見直し

に関する事項

年金制度改正の検討状況を踏まえつ

つ、「公的年金業務の業務・システム最適

化計画」（平成２３年３月厚生労働省）の基

本的な理念に沿って、業務の標準化を図り

つつ、社会保険オンラインシステムの見直

しに取り組む。
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①現行システムの適切かつ確実な運用

社会保険オンラインシステムにおける大規

模かつ大量の処理を適切かつ確実に行う

ため、システム障害要因の除去等の事前

対応を強化し、システム事故及びシステム

障害の極小化に取り組む。

②現行システムの制度改正等への対応

制度改正等に伴い必要となるシステム開

発に、適切かつ確実に取り組む。

③現行システムの業務改善への対応

費用対効果を踏まえつつ、業務の正確か

つ効率的な処理を図るため、業務改善に

資するシステム開発に取り組む。

④社会保険オンラインシステムの見直し

「公的年金業務の業務・システム最適化計

画（平成２３年３月厚生労働省）」の基本的

な理念に沿って、社会保険オンラインシス

テムの見直しに取り組む。

①現行システムの適切かつ確実な運用

社会保険オンラインシステムにおける大

規模かつ大量の処理を適切かつ確実に

行うため、運用手順やチェック体制を適

時点検し、必要に応じて見直しを行い、シ

ステム事故及びシステム障害の極小化

に取り組む。

②現行システムの制度改正等への対応

制度改正等に伴い必要となるシステム開

発に、適切かつ確実に取り組む。

③現行システムの業務改善への対応

システム再構築工程表に基づく各種シス

テム開発について、適切かつ確実に取り

組む。

④社会保険オンラインシステムの見直し

年金制度改正の検討を踏まえつつ、「公

的年金業務の業務・システム最適化計

画」（平成２３年厚生労働省）」の基本的な

理念に沿って、業務の標準化を図りつ

つ、社会保険オンラインシステムの見直

しに取り組む。

具体的には、「年金記録問題検証委員会」

の指摘等を踏まえ、詳細設計の前に業務

プロセスの見直し等を反映した基本設計の

修正を行うなどの取組を引き続き進める。

Ⅳ 業務運営における公正性及び透明性

の確保その他業務運営に関する重要事項

１．内部統制システムの構築に関する事項

効率的かつ公正・透明な業務運営の実現

Ⅲ 業務運営における公正性及び透明性

の確保その他業務運営に関する重要事項

１．内部統制システムの有効性確保

コンプライアンス確保やリスクの未然・再発

Ⅲ 業務運営における公正性及び透明性

の確保その他業務運営に関する重要事

項

１．内部統制システムの有効性確保

コンプライアンス確保やリスクの未然・再

Ⅳ 業務運営における公正性及び透明性

の確保その他業務運営に関する重要事項

１．内部統制システムの構築に関する事項

「内部統制システム構築の基本方針」(業
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を図るため、業務の有効性・効率性と法令

等の遵守に重点を置くとともに、業務上の

リスクを未然に防ぎ、仮に発生した場合に

も迅速に対応し、再発を防ぐことのできる

厳格な内部統制の仕組みを構築する。ま

た、内部監査機能を充実し、内部統制の有

効性を検証するとともに、継続的にその改

善を図る。具体的には、「内部統制システ

ム構築の基本方針」（業務方法書第16条）

に基づき、

①コンプライアンスの確保、

②業務運営における適切なリスク管理、

③業務の有効性・効率性の確保、

④適切な外部委託の管理、

⑤情報の適切な管理及び活用等、

⑥業務運営及び内部統制の実効的な監視

及び改善、

⑦IT への適切な対応

の７つの事項を柱として、理事会の統括の

下で、日本年金機構の業務の適正を確保

するための体制（内部統制システム）を構

築するとともに、継続的にその改善を図

る。

特に、コンプライアンス確保やリスク管理に

ついて、その必要性についての機構の役

職員の意識の醸成に重点を置き、効果的

な研修内容の検討・実施を行う。

また必要な仕組みや体制を整備し、特に、

不正や事務処理誤りなどの業務上のリス

防止を重視した内部監査機能を含む内部

統制の仕組みが有効に機能するよう、以下

の取組を行う。

（１）内部統制システム構築の適正な運用

内部統制の仕組みについては、引き続き、

「内部統制システム構築の基本方針」（業

務方法書第１６条）に基づき、

①コンプライアンスの確保

②業務運営における適切なリスク管理

③業務の有効性・効率性の確保

④適切な外部委託の管理

⑤情報の適切な管理及び活用等

⑥業務運営及び内部統制の実効的な監視

及び改善

⑦ＩＣＴへの適切な対応

の７つの事項を柱として、理事会の統括の

下で、機構の業務の適正を確保し、継続的

にその改善を図る。

（２）コンプライアンス確保とリスク管理の取

組

・コンプライアンス確保やリスク管理につい

て、その必要性についての機構の役職員

の意識の醸成に重点を置き、効果的な研

修内容の検討・実施を行う。

発防止を重視した内部監査機能を含む

内部統制の仕組みが有効に機能するよ

う、以下の取組を行う。

（１）内部統制システムの構築に関する事

項

「内部統制システム構築の基本方針」(業

務方法書第１６条)に基づき、効率的かつ

公正・透明な業務運営の実現を図るた

め、業務の有効性・効率性と法令等の遵

守に重点を置くとともに、業務上のリスク

を未然に防ぎ、発生した場合にも迅速に

対応し、再発を防ぐことのできる厳格な内

部統制の仕組みを確立する。

（２）コンプライアンス確保とリスク管理の

取組

①職員の意識改革等

コンプライアンス確保やリスク管理のた

め、コンプライアンス自己チェック、コンプ

ライアンス意識調査を継続的に実施する

とともに、各種研修内容を充実させていく

務方法書第１６条)に基づき、効率的かつ公

正・透明な業務運営の実現を図るため、業

務の有効性・効率性と法令等の遵守に重

点を置くとともに、業務上のリスクを未然に

防ぎ、発生した場合にも迅速に対応し、再

発を防ぐことのできる厳格な内部統制の仕

組みを確立するため、以下の取組を行う。

①組織内の情報伝達や進ちょく管理が適

切に行われるよう、コミュニケーションの活

性化を通じた風通しの良い組織作りを進め

るとともに、職員一人ひとりが問題意識をも

ち、「気付き」を具体的な行動に結びつけて

いけるような風土を醸成するなど、引き続

き、以下を取組の柱とする組織風土改革に

取り組む。

・コミュニケーションの活性化

・ほめる文化・感謝する風土の醸成

・人を育てる文化・風土の形成

・組織力やチーム力の向上

②昨今の不祥事案の発生を踏まえ、リスク

管理とコンプライアンス確保のため、コンプ

ライアンス自己チェック、コンプライアンス意
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クを未然に防止する観点から、毎年度、リ

スクアセスメント調査を実施してリスクを把

握し、調査結果に基づく必要な改善措置を

講じる。また、事務処理誤りの内容につい

ては、一元的に把握し、組織内の情報共

有の徹底を図る。

・リスクを未然に防止する観点から、リスク

アセスメント調査を継続的に実施し、調査

結果に基づく必要な改善措置を講じる。

・現金紛失事案や事務処理遅延など問題

のある事案が依然として発生していること

から、発生原因を検証し、必要な対策を行

う。

ことで、職員個々に求められる役割・行動

を常に認識させ、円滑に業務を遂行でき

る職場風土の醸成に向けた意識改革を

継続的かつ徹底的に取り組む。

また、コンプライアンス問題事案が発

生した場合には、発生原因を検証・分析

するとともに、必要な対応を速やかに行

い、同様事案の発生防止に取り組む。

②リスクアセスメント調査

業務上のリスクを把握し、その顕在化の

未然防止のためにリスクアセスメント調査

を継続して実施し、前回の改善措置に対

する効果の検証及び調査結果により把

握したリスクについて必要な改善措置等

を行う。

③防災対策

地震等の災害時を想定した防災対策とし

て災害対応要領を見直し、緊急時対応マ

ニュアルを充実させる。また、防災訓練を

実施するとともに、防災に関する研修及

び情報提供を行い、事業継続への対応

力を高める。併せて、社会保険オンライン

システムのバックアップ環境の整備を検

討する。

識調査の実施及び各種研修を通じて、職

員それぞれの役割・行動を認識させ、円滑

に業務を遂行できる職場風土の醸成に向

けた意識改革を継続的かつ徹底的に取り

組む。

また、「情報漏えい事案の再発防止のため

のアクション・プラン」の取組を着実に実行

する。

③業務上のリスクを把握し、その顕在化の

未然防止のためにリスクアセスメント調査

を継続して実施し、前回の改善措置に対す

る効果の検証及び調査結果により把握し

たリスクについて必要な改善措置等を行

う。

④地震等の災害時を想定した防災対策と

して災害対応要領を見直し、緊急時対応マ

ニュアルを充実させる。また、防災訓練を

実施するとともに、防災に関する研修及び

情報提供を行い、事業継続への対応力を

高める。併せて、社会保険オンラインシステ

ムのバックアップ環境の整備を検討する。

⑤事務処理誤りについては、一定数の発

生が不可避であることを前提としつつ、可

能な限りその発生を抑制するため、平成２



49

（３）適正な監査の実施

事務処理状況を確認し、コンプライアンス

の観点を含めて問題点を把握することによ

って具体的な改善策につなげるため、内部

監査機能の充実・改善を図る。

（４）組織風土改革の推進

内部統制の仕組みを有効に機能させるた

め、組織風土改革の取組を推進、浸透さ

せ、風通しの良い組織の実現を目指す。

（３）適正な監査の実施

内部監査については、前年度までの監査

結果を踏まえ、年金事務所、事務センタ

ー及び本部（システム部門及びブロック

本部を含む）に対する、より効果的かつ

効率的な監査を実施することにより、事

務処理状況を確認し、コンプライアンスの

観点を含めて問題点を把握するととも

に、引き続き、機構全体の内部統制の適

切性及び有効性の確認をしつつ、効率的

な監査体制の確立に努める。

内部監査において発見された改善の必

要がある事項については、その改善状況

を継続的にフォローするほか、必要に応

じて関連部門に対して具体的な改善策を

提言していく。

（４）組織風土改革の推進

「人を大切にし、組織を大切にする風土づ

くり」の実現のため、日本年金機構に対す

る誇り、愛着を育み、風通しのよい職場

づくりを進めるため、以下の項目について

検討を行う。

・人が育つ、人を育てる職場づくり

・働きやすく、ミスが起こらない職場づくり

・風通しのよい職場づくり

４年１２月に改定した「総合再発防止策（改

定）」に基づき、再発防止の新たな取組や

関連するシステム開発などの各種取組を

引き続き進める。

⑥内部監査については、前年度までの監

査結果を踏まえ、より効果的かつ効率的な

監査体制に向けた改善を継続しつつ、年金

事務所、事務センター及び本部（システム

部門及びブロック本部を含む）に対する内

部監査を実施し、機構全体の内部統制の

適切性及び有効性を確認する。

内部監査により発見された改善の必要が

ある事項については、その改善状況につい

て継続的にフォローするほか、必要に応じ

て関連部門に対して改善を求める。

なお、内部監査計画の立案においては、

コンプライアンス事案等に係る特別監査及

び事実確認調査が必要となる可能性にも

配慮する。
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文書管理規程を策定し、文書の原本管理・

保管を徹底する。特にお客様からの申請

書類等で重要文書として指定したものは永

年保存とするなど、適正に管理・保管す

る。

（５）文書の適正管理

お客様からの申請書類等で重要文書とし

て指定したものは永年保存とする。また、

保存文書の効率的活用のため、電子デー

タ化を含め、適正に管理・保管する。

また、引き続き、以下を取組の柱とする組

織風土改革を実践する。

・コミュニケーションの活性化

・ほめる文化・感謝する風土の醸成

・人を育てる文化・風土の形成

・組織力やチーム力の向上

（５）文書の適正管理

文書の適正管理のため下記の対応を行

う。

①文書保存期間の見直し

お客様からの申請書類等で重要な文書

として指定したものは永年保存とし、永年

保存以外の文書についても現行の保存

期間が適正であるか見直しを行う。

②効率的な文書保管のための電子デー

タ化

保存文書の効率的活用に向け、文書の

電子データ化のために必要な文書管理

規程の見直しを行い、適正に管理・保管

する。

③行政文書の移管等

平成２５年度の既存文書の整理の中で移

管の準備を行った行政文書を厚生労働

省へ移管を行うため、行政文書目録の整

備を行い、厚生労働省へ登録する。

④社会保険庁時代の文書の法人文書フ

ァイル管理簿への登録

社会保険庁時代の文書のうち、行政文書

移管以外の法人文書について法人文書

⑦文書の適切な管理の徹底に向け、文書

管理の現状調査の結果を踏まえ、文書管

理に関する基準を作成し、これに基づき、

既存文書の整理を推進する。

あわせて、電子媒体の管理も含め、保存文

書の電子化の推進に向けた検討を進め

る。
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（６）お客様の住所の適切な把握と返送郵

便物の適切な対応

各種送付物などを確実にお客様に届ける

ことができるよう、住所情報の適切な把握

を進めるとともに、返送郵便物について把

握し、お客様相談等に対応できるようにす

る。

ファイル管理簿への登録に向け必要な整

理を行う。

（６）お客様の住所の適切な把握と返送郵

便物の適切な対応

二次元バーコードを活用した郵便物の送

付・返送状況を管理するシステム開発に

ついて、今後の導入に向け、費用対効果

を含めた検討を進める。

また、社会保障・税番号制度の導入に

合せて、住民基本台帳ネットワークシステ

ムを通じて住民票上の住所を取得する仕

組み等の構築に向けた検討を行う。

⑧システムの開発、管理及び運用を適切

に行うとともに、専門人材の確保・育成に努

め、業務運営においてＩＴを活用し、適切に

対応するためのシステム面での対応及び

体制の整備を引き続き行う。

３．人事及び人材の育成に関する事項

以下の取組により、組織の一体感を醸成

する。

ア 正規職員の採用や幹部職員人事は本

部で一括して行う。

イ すべての正規職員について、全国異動

により管理業務と現場業務の経験を通じて

幹部育成を行うことを基本とするキャリア

パターンを確立する。

ウ 年功序列を排した能力・実績本位の人

２．人事及び人材の育成

組織の一体感を醸成しつつ、必要な人材

育成を進め、適材適所の人事を行うため、

以下の取組を行う。

①人事方針、人材登用

・正規職員の採用や幹部職員人事は本部

で一括して行う。

・正規職員については、全国異動により管

理業務と現場業務の経験を通じて幹部育

成を行うことを基本とするキャリアパターン

の確立を進める。

・年功序列を排した能力・実績本位の人材

２．人事及び人材の育成

①戦略的な人事政策

ア 基幹業務の着実な実施及び次期制

度改正を見据え、体制確保に向けた適材

適所の人事を行う。

イ 若手職員については、様々な業務経

験を通じ人材育成を図るとともに、中堅職

員については、それまでの業務経験を踏

まえ、その適性に応じた人事配置を行う

ことにより業務の専門性を確保する。

ウ 能力・実績本位の人事配置を行うた

３．人事及び人材の育成に関する事項

①戦略的な人事政策

ア 適用・徴収・給付及び相談などの基幹

業務を着実に実施するための体制確保に

向けた人事を行う。

また、平成２６年度以降を見据えつつ、年

金記録問題への対応については業務の進

捗等に応じた人員配置を的確に行う。

イ 能力・実績本位の人事を進める。特

に、管理職については幹部登用試験を引き

続き実施する。

ウ スキルのある優秀な職員の安定的な
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材登用や給与体系等を確立する。

エ 職員の意欲向上、意識改革を図り、業

務の効率化、人材育成に資するよう、「お

客様の立場に立ったサービス提供」「コスト

意識・無駄排除」「業務改善」「現状把握・

情報公開」「コミュニケーション能力の向

上」といった取組が適正に評価される人事

評価制度を導入する。また、制度の適正な

運営により、職員の適切な処遇に反映させ

るとともに、必要に応じ、制度の改善を図

る。

オ 職員の専門性を高めるための体系的な

研修を実施するとともに、社内資格制度を

設ける。

登用を進めるとともに、キャリアパターンに

基づき、本人の適性や生活環境等を踏ま

えた適材適所の人事を行う。その際、若手

職員については様々な業務を経験させるこ

とを重視するとともに、中堅職員について

はその適性に応じ、業務の専門性の確保・

向上にも留意した人事を行う。

②適正な人事評価制度の運用

・組織目標に掲げられた事項への取組成

果を適正に評価できる人事評価制度の運

用を図る。

・また、評価者研修の実施により、評価者レ

ベルの向上に努めるとともに職員アンケー

ト等を通じて必要な制度改善を図る。

③人材育成

機構職員としての職務と責任に応じた能力

の向上を図るとともに、職員の専門性を向

上させるため、階層別研修、業務別研修、

通信研修を体系的に実施するとともに、社

内資格の取得促進を図る。

め、引き続き幹部登用試験を実施する。

また、スキルのある優秀な職員の安定的

確保を図るため、有期雇用職員から正規

職員への登用を進める。

エ 業務運営の体制確保及び組織の活

性化を図るため、広報活動及び面接審査

をより充実することにより、引き続き優秀

な人材を採用する。

②人事評価制度の定着促進

人事評価の公平性・公正性・納得性を高

めるため、評価スキル向上のための評価

者研修を継続して実施するとともに、被評

価者に対しても若手・中堅職員を対象とし

た集合研修を利用して制度の理解と定着

促進を図る。また、年金事務所・事務セン

ターの事業実績をより反映した実績評価

を実施できるよう評価項目等の見直しを

行う。

③人材の育成

「求められる職員像及び管理職員像」に

かなう職員の育成を目指し、集合研修、

職場内研修、通信研修を効果的に組み

合わせ、ブロック本部と連携・協力し、体

系的に実施する。また、内部資格の取得

確保を図るため、有期雇用職員から正規

職員への登用を進める。

エ 業務運営の体制確保、組織の活性化

を図るため、引き続き、優秀な人材を採用

する。

②人事評価制度の定着促進

人事評価の公平性・公正性・納得性を高め

るため、評価スキルの向上を目指し評価者

研修等を実施するとともに、被評価者に対

する目標面談やフィードバック面談の徹底

により制度の定着を図る。また、職員の協

調性や士気を高めるため、年金事務所・事

務センター毎の事業実績をより反映した実

績評価を実施する。

③人材の育成

「求められる職員像及び管理職員像」にか

なう職員の育成を目指し、集合研修をはじ

め、通信研修、職場内研修を体系的に実

施し、各研修ごとの到達目標を設定すると

ともに、内部資格及び外部資格の取得を促
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④働きやすい職場環境の確立

職員が誇りと責任感を持って職務に専念で

きるよう、仕事と生活が両立できる働きや

すい職場環境を確立する。

を促進する等、自己研鑽を重視する。

特に、重点的に実施する事項は次のとお

り。

ア 管理職としての意識付け、マネジメン

ト能力の向上

イ 業務別研修における目標明確化及び

フォローアップによる研修の充実

ウ ＣＳ向上に向けた研修の充実

エ 事務処理誤りの防止に向けた研修の

充実

オ ｅ－ラーニングコンテンツの拡充

④適正な勤務時間管理と福利厚生の充

実

適正な労働時間管理の徹底を図るととも

に、職員が健康で仕事と生活が両立でき

る働きやすい職場環境を確立するため、

以下に取り組む。

ア 時間外勤務を縮減するとともに適正

な勤務時間管理を徹底する。

イ 職員の安全の確保、健康の保持増進

をより一層図るため、過重労働者に対す

る健康障害防止及びメンタルヘルス不調

予防に関する対策を推進する。

進する等、職員の自己研鑽を支援する。ま

た、研修実施後のフォローアップを実施す

るなど、研修効果の向上に向けた取組を行

う。特に重点的に実施する事項は以下のと

おり。

ア 管理職のマネジメント能力の向上

イ ＣＳ向上のための研修実施体制の構築

ウ ｅラーニングコンテンツの拡充（基礎課

程、応用課程に加え、指導者養成課程の

構築）

エ ｅラーニングシステムを活用した講義、

研修用ＤＶＤの配信及び職場内研修テキス

トのｅラーニング化

オ 平成２４年度より開始した内部資格認

定試験の実施

カ 職員講師のスキル向上や育成を目的と

した講師養成研修の一層の充実

④適正な労務管理

民間労働法制下における健全で安定した

労使関係の構築及び労働時間管理の徹底

を図る。

また、職員が健康で仕事と生活が両立でき

る働きやすい職場環境を確立するため、以

下に取り組む。

ア 職員の安全の確保、健康の保持増進

をより一層図るため、過重労働者に対する

健康障害防止及びメンタルヘルス不調予

防に関する対策を推進する。

イ ワークライフバランスを推進するため、
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⑤健全な労使関係

健全で安定した労使関係を維持する。

ウ ワークライフバランスを推進するた

め、第２期一般事業主行動計画に掲げた

基本方針に基づき、休暇制度の充実や

職員の意識醸成等、計画達成に向けて

諸施策を確実に実施する。

⑤健全な労使関係の維持

民間労働法制下における健全で安定した

労使関係を引き続き維持する。

第２期一般事業主行動計画に掲げた基本

方針に基づき、休暇制度の充実や職員の

意識醸成等、計画達成に向けて諸施策を

確実に実施する。

２．情報公開の推進に関する事項

以下の取組により、業務運営の状況や目

標の達成状況、組織や役員に関する情報

を、お客様の視点に立ち、分かりやすい形

で広く適切に公開するとともに、法令に基

づく情報公開に適切に対応する。

ア 毎事業年度の年次報告書（アニュアル

レポート）の作成・ 公表等を行い、日本年

金機構の業務運営、組織及び報酬をはじ

めとする役員に関する情報等を分かりや

すい形で、積極的にお客様に発信する。

イ 年金記録問題への対応に関する業務

の進捗状況等について、週次、月次等定

期的に情報提供を行う。

ウ 不適正事案や事務処理誤りなどの報

告の仕組みを整備するとともに、必要に応

じて調査し、迅速に情報公開を行う等、適

切に対処する。

３．情報公開の推進

業務運営の状況や目標の達成状況、組織

や役員に関する情報を、お客様の視点に

立ち、分かりやすい形で広く適切に公開す

るとともに、法令に基づく情報公開に適切

に対応するため、以下の取組を行う。

①年次報告書（アニュアルレポート）の作

成・発行

毎年度、機構の業務実績、組織及び報酬

をはじめとする役員に関する情報などにつ

いて、お客様目線で、できるだけ、分かりや

すく見やすく取りまとめた年次報告書（アニ

ュアルレポート）を発行し、公表する。

②事務処理誤り等の公表

不適正事案や事務処理誤りなどの事案に

ついて、事案の重要性等に応じ、速やかに

公表するとともに、定期的に発生状況等を

情報提供する。

３，情報公開の推進

①年次報告書（アニュアルレポート）の作

成・発行

日本年金機構の業務運営、組織及び報

酬をはじめとする役員に関する情報等に

ついての年次報告書(アニュアルレポー

ト)を作成し、９月を目途に公表する。

②事務処理誤り等の公表

事務処理誤りを原因別などに類型化し、

その内容と件数をグラフ等を活用して毎

月公表する。

なお、お客様に相当の影響を与える恐れ

２．情報公開の推進に関する事項

①日本年金機構の業務運営、組織及び報

酬をはじめとする役員に関する情報等につ

いての年次報告書(アニュアルレポート)を

作成し、９月を目途に公表する。

②年金記録問題への対応に関する業務の

進捗状況や年金額回復の状況等につい

て、定期的に情報提供を行う。

③事件・事故・事務処理誤りについて、組

織内のルールに基づく迅速かつ的確な情

報伝達を徹底するとともに、必要に応じて

調査し、迅速に事案の概要等の情報を月

次で公表する。
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エ 業務方法書等の諸規程、役職員に関

する情報、事業計 画・報告、その他日本

年金機構法に基づき公表が義務付けられ

ている情報について、ホームページへの掲

載等により広く適切に公表する。

③その他業務運営に関する情報の公表

業務方法書等の諸規程、役職員に関する

情報、事業計画・報告、その他日本年金機

構法に基づき公表が義務付けられている

情報について、ホームページへの掲載等に

より広く適切に公表する。また、業務運営

の透明性を確保するため、契約に関する情

報などについても適切に公表する。

のある事務処理遅延等については、迅速

性を確保するため、本部による公表に加

えて影響のある地域においても、ブロック

本部等により公表する。

③その他業務運営に関する情報の公表

業務方法書等の諸規程、役職員に関す

る情報、事業計画、その他日本年金機構

法に基づき公表が義務付けられている情

報について、ホームページへの掲載等に

より広く適切に公表する。また、業務運営

の透明性を確保するため、契約に関する

情報等についても、適切に公開する。

また、事務処理誤り報告等について、デー

タベース化し、より効果的にその内容を蓄

積、対応の管理、分析を行い、各拠点に情

報提供を行うため、平成２５年９月に「お客

様対応管理システム」を導入する。

④業務方法書等の諸規程、役職員に関す

る情報、事業計画、その他日本年金機構

法に基づき公表が義務付けられている情

報について、ホームページへの掲載等によ

り広く適切に公表する。

４．個人情報の保護に関する事項

公的年金事業に対するお客様の信頼回復

を図るため、以下の取組により、個人情報

の保護・管理に万全を期する。

ア 効果的な研修の実施やセルフチェック

の仕組みの導入などにより、職員に対して

個人情報保護の重要性についての認識を

徹底する。

イ 生体情報認証によるアクセス制御やア

４．個人情報の保護に関する事項

公的年金事業に対するお客様の信頼を確

保するため、個人情報の保護・管理に万全

を期すこととし、以下の取組を行う。

①個人情報保護に対する職員の意識の徹

底

効果的な研修やセルフチェックの実施など

により、職員に対して個人情報保護の重要

性についての認識を一層徹底する。

②システム上の対策

生体情報認証によるアクセス制御やアクセ

４．個人情報の保護に関する事項

①個人情報保護に対する職員の意識の

徹底

職員に対する個人情報保護の重要性及

び個人情報保護管理規程や関連法令等

の周知を一層徹底するため、全職員を対

象とした効果的な研修や機構内報等を活

用した啓発を図り、またセルフチェックに

よる自己診断等を定期的に実施する。

②システム上の対策

個人情報保護のため、生体情報認証に

４．個人情報の保護に関する事項

①職員に対する個人情報保護の重要性及

び個人情報保護管理規程や関連法令等の

周知を一層徹底するため、全職員を対象と

した効果的な研修や機構内報等を活用し

た啓発を図り、またセルフチェックによる自

己診断等を定期的に実施する。

②個人情報保護のため、生体情報認証に
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クセス内容の監視などシステム上の対策

を講ずる。

ウ プライバシーマークの基準を踏まえつ

つ、事務室や窓口において、徹底したセキ

ュリティー対策を講ずる。

エ 個人情報に関わる業務を外部委託する

場合において、 厳格な委託先の選定及び

監督を実施する。

ス内容の監視などシステム上の対策を講じ

る。

③セキュリティ対策の実施

プライバシーマークの基準を踏まえつつ、

事務室や窓口において、徹底したセキュリ

ティ対策を講じる。

④外部委託先における個人情報の管理

個人情報に関わる業務を外部委託する場

合において、 厳格な委託先の選定及び監

督を実施する。

⑤内部監査によるチェック

上記①～④までの実施について、主管部

門の推進状況の確認を含め内部監査を実

施し、確実な改善を図る。

よる厳格なアクセス制御、アクセス内容

の監視、個人情報にかかわる業務を委

託する場合における厳格な委託先の選

定と業務の監督等を適切に行う。

③セキュリティ対策の実施

プライバシーマークの基準を踏まえつつ、

個人情報保護管理推進３か年計画（計画

期間：平成２６年度～２８年度）の個人情

報保護管理・セキュリティ対策を実施す

る。

④外部委託先における個人情報の管理

個人情報に関わる業務を外部委託する

場合においては、事業者に個人情報の

管理体制を証明する書類の提出を求め、

入札に参加する要件の有無を判定すると

ともに、委託業務実施後においては、個

人情報の管理体制を確認するため効果

的・効率的に立入検査を実施し、的確に

委託事業者を監督する。

⑤内部監査によるチェック

個人情報の保護・管理に関する各種施策

について、内部監査等により実施状況を

適宜把握し、改善に係る取組が有効に機

能しているかを検証する。

よる厳格なアクセス制御、アクセス内容の

監視、個人情報にかかわる業務を委託す

る場合における厳格な委託先の選定と業

務の監督等を適切に行う。

③プライバシーマークの基準を踏まえつ

つ、引き続き個人情報保護管理推進３か年

計画（計画期間：平成２３年度～２５年度）

の個人情報保護管理・セキュリティー対策

を実施する。

Ⅴ．予算、収支計画及び資金計画

「Ⅲ 業務運営の効率化に関する事項」で

定めた事項に配慮した中期計画の予算、

Ⅳ．予算、収支計画及び資金計画

「Ⅱ 業務運営の効率化に関する事項」で

定めた事項に配慮した中期計画の予算、

Ⅴ 予算、収支計画及び資金計画 Ⅴ 予算、収支計画及び資金計画
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収支計画及び資金計画を作成し、当該予

算による運営を実施することにより、日本

年金機構の財務内容の改善を図る。

１．予算 別紙１のとおり。

２．収支計画 別紙２のとおり。

３．資金計画 別紙３のとおり。

収支計画及び資金計画を作成し、当該予

算による運営を実施することにより、日本

年金機構の財務内容の改善を図る。

１．予算 別紙１のとおり。

２．収支計画 別紙２のとおり。

３．資金計画 別紙３のとおり。

１．予算については、別紙１のとおり。

（略）

２．収支計画については、別紙２のとお

り。（略）

３．資金計画については、別紙３のとお

り。（略）

１．予算については、別紙１のとおり。（略）

２．収支計画については、別紙２のとおり。

（略）

３．資金計画については、別紙３のとおり。

（略）


